
JP 2010-5683 A 2010.1.14

10

(57)【要約】
【課題】需要家に対する製品納入上の品質保証を適正に
行えるような方法と、それを用いた熱延金属帯の製造方
法を提供する。
【解決手段】熱間圧延ライン１００の仕上圧延機１８と
コイラー２４の間の冷却関連設備２６を、前半ゾーン５
と後半ゾーン４に２区分し、前半ゾーン５では、表裏片
面あたり水量密度０．７ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上１．
２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の冷却水を供給し、後半ゾ
ーン４では、表裏片面あたり水量密度２．０ｍ３／ｍ２

 ／ｍｉｎ以上５．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の冷却水
を供給して、巻き取り直前の、熱延金属帯８の温度を制
御するとともに、前半ゾーン５では、さらにそれに加え
、前半ゾーン５の出側に設置した、熱延金属帯８の全幅
を、全長または全長のうちの一部の長さについて撮影可
能な、近赤外線カメラ２７Ａによる温度測定の結果をも
とに、前半ゾーン５における、熱延金属帯８の温度の制
御にフィードバックして、巻き取り直前の、熱延金属帯
８の温度を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱間圧延ラインの仕上圧延機とコイラーの間の冷却関連設備を、前半ゾーンと後半ゾーン
に２区分し、前記前半ゾーンでは、表裏片面あたり水量密度０．７ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ
以上１．２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の冷却水を供給し、前記後半ゾーンでは、表裏片面
あたり水量密度２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上５．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の冷却水
を供給して、巻き取り直前の、熱延金属帯の温度を制御するとともに、前記前半ゾーンで
は、さらにそれに加え、前記前半ゾーンの出側に設置した、前記熱延金属帯の全幅を、全
長または全長のうちの一部の長さについて撮影可能な、近赤外線カメラによる温度測定の
結果をもとに、前記前半ゾーンにおける、前記熱延金属帯の温度の制御にフィードバック
して、巻き取り直前の、前記熱延金属帯の温度を制御することを特徴とする熱延金属帯の
冷却制御方法。
【請求項２】
前記フィードバックによる、前記熱延金属帯の巻き取り直前の温度上昇分を補償すべく、
前記後半ゾーンにおける、前記熱延金属帯の温度の制御にフィードフォワードして、巻き
取り直前の、前記熱延金属帯の温度を制御することを特徴とする請求項１の熱延金属帯の
冷却制御方法。
【請求項３】
請求項１又は２を用いた熱延金属帯の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属材料を熱間圧延して熱延金属帯（以下、被圧延材）とするに際し、熱延金
属帯として巻き取る前に、近赤外線カメラを用いて、その熱延金属帯の全幅を撮影するこ
とで、その測定の結果をもとに、熱延金属帯の冷却のしかたを制御する、熱延金属帯の冷
却制御方法と、それを用いた熱延金属帯の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
熱間圧延とは、一般的に、連続鋳造または造塊、分塊によって製造されたスラブ状の金属
材料を、加熱炉にて数百～千数百℃に加熱した後、熱間圧延ライン上に抽出し、一対また
は複数対のロールで挟圧しつつそのロールを回転させることで、薄く延ばし、コイル状に
巻き取るプロセスをいう。
【０００３】
　図３１は、従来から一般的に用いられている熱間圧延ライン１００の一例を示す。加熱
炉１０により数百～千数百℃に加熱された厚み１４０～３００ｍｍの金属材料（以下、被
圧延材。仕上圧延後は熱延金属帯ともいう。）８は、粗圧延機１２、仕上圧延機１８によ
り厚み０．８～２５ｍｍまで圧延されて金属帯状に薄く延ばされる。
【０００４】
　粗圧延機１２は、図３１に示す熱間圧延ライン１００の場合、Ｒ２、Ｒ４の２基である
が、必ずしも基数はこれに限らない。１基だけのものや２基のもののほか、最も一般的な
ものは４基のものであり、基数の多いものだと６基のものまである。図３１に示す熱間圧
延ライン１００の場合のように、Ｒ２、Ｒ４と、番号が飛んでいるのは、将来、生産増の
場合に、空きスペースにＲ１やＲ３を増設する予定だからにすぎない。図３１中には図示
していないが、粗圧延機１２のすぐ上流に幅プレスを設置したものもある。
【０００５】
　仕上圧延機１８を構成する各圧延機（スタンド）の数は、図３１に示す熱間圧延ライン
１００の場合、Ｆ１～Ｆ７の７基であるが、６基のものもある。
【０００６】
　これら各種基数の違いはあるが、粗圧延機１２は、往復圧延あるいは一方向圧延あるい
は両者により、一般的に、合計で６回あるいは７回の粗圧延を行なって、粗圧延後の被圧
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延材８を、それにつづく仕上圧延機１８に向け供給する。粗圧延におけるそれら各回の圧
延を、圧延パスともいい、６回あるいは７回というように複数回圧延することを、６パス
で圧延するとか７パスで圧延するともいう。
【０００７】
　図３１に示す熱間圧延ライン１００の場合、Ｒ２で５パス、Ｒ４で１パス、計６パスで
粗圧延を行う。（最も一般的な４基のものの場合なら、Ｒ１で３パス、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４
で各１パス、計６パスで粗圧延を行うのが一般的である。）
　仕上圧延機１８は、数百～千数百℃の高温の被圧延材８を複数の圧延機で同時に圧延す
るタンデム圧延機の形式をとるが、仕上タンデム圧延機ではなく、略して単に「仕上圧延
機」と称されることが多い。１９はロールである。
【０００８】
　図３１に示したごとく、仕上圧延機１８で被圧延材を一本圧延し、しばらく時間的な間
隔をおいて、次の被圧延材を圧延し、という動作を繰り返し行う熱間圧延方法のことを、
バッチ圧延という。これに対し、今日では、被圧延材同士を接合して仕上圧延する場合も
あり、連続熱間圧延とかエンドレス圧延といわれているが、バッチ圧延の方が一般的であ
る。
【０００９】
　ところで、熱間圧延ライン１００には、仕上圧延機１８の各スタンド間を除いて、その
他の圧延機（スタンド）間には、図示しない多数（百以上）のテーブルロールが設置され
ており、被圧延材８を搬送する。
【００１０】
　また、被圧延材８には、加熱炉１０から抽出されたとき、その表裏面に酸化物の層（以
下、スケール）が生成している。この他、圧延され薄く延ばされるとともに放熱により降
温していく過程でも、被圧延材８は高温の状態で大気に曝されるため、新たなスケールが
被圧延材８の表裏面に生成する。このため、粗圧延機１２の中の各圧延機の入側には、ポ
ンプからの供給圧にして１０～３０ＭＰａ内外の高圧水を被圧延材８の表裏面に吹き付け
てスケールを除去するデスケーリング装置１６が設置され、スケールを除去している。
【００１１】
　また、図示していないが、各ワークロール１９は、高温の被圧延材と接触するので、冷
却水にて冷却されている。各バックアップロール２０も、冷却水にて冷却されている。
【００１２】
　図３１において、１４はクロップシャーであり、仕上圧延前に被圧延材８の先尾端のク
ロップ（被圧延材８の先尾端の、いびつな形状の部分）を切断除去し、仕上圧延機１８に
スムーズに噛み込みやすい略矩形の平面形状に整形する。
【００１３】
　５０は制御装置、７０はプロセスコンピュータ、９０はビジネスコンピュータである。
【００１４】
　ところで、図３１に示すような熱間圧延ライン１００にて圧延される金属帯に要求され
る品質は、近年、ますます高度化してきている。その代表的な例が鉄鋼製品すなわち鋼帯
で、中でも、近年の自動車軽量化の指向に伴い、ハイテン、つまり高張力鋼の需要が高ま
り、要求される品質も高度化してきている。
【００１５】
　すなわち、高張力鋼とは、引張強さが４００ＭＰａ以上のものをいうことが多いが、近
年では、単に、引張強さが高いだけではなく、プレス加工や穴拡げ加工をしたときに割れ
ない、などの高い加工性が併せて求められるとともに、製品である鋼帯上、どこをとって
も、それら引張強さや高い加工性などの品質が、可及的に均一であることも求められるな
ど、要求される品質も高度化してきている。
【００１６】
　高張力鋼の製造にあたっては、成分面では、Ｓｉの含有量アップが代表的であるが、そ
の他にも、その鋼帯の用途と、それに要求される品質に応じて、Ｃ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｎｂ、
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・・・さまざまな調整がなされる場合がある。
【００１７】
　しかし、どのような成分のものであっても、熱間圧延の製造段階での、前述の品質を作
り込むための製造技術と条件が、中でも重要であり、その中でも、仕上圧延後の被圧延材
８を、何℃の温度まで冷却して、コイラー２４にて巻き取るか、そして、製品である鋼帯
上、いかに、巻き取り直前の温度を、可及的均一とするか、ということが課題となってく
る。
【００１８】
　したがって、図３１に示した熱間圧延ライン１００の例でいえば、コイラー入側温度計
２５で測定する、被圧延材８の巻き取り直前の温度は、需要家に納入する製品熱延金属帯
の品質保証上、最も重要であり、あわせて、ランナウトテーブル２３およびそこに設置さ
れた冷却関連設備２６の制御が重要となる。さらに、仕上出側温度計２１で測定する、仕
上圧延直後の被圧延材８の温度も重要である。
【００１９】
　先にも述べたように、近年では、高張力鋼に要求される品質が高度化し、製品である鋼
帯上、いかに、品質を可及的均一とするか、そのために、製品である鋼帯上、いかに、巻
き取り直前の温度を、可及的均一とするか、ということが課題となってきているが、その
ためには、被圧延材８を巻き取る直前の温度を、被圧延材８の全幅にわたって測定しなけ
ればならない。あわせて、ランナウトテーブル２３およびその上方に設置された冷却関連
設備２６の制御を考える上では、被圧延材８の仕上圧延直後の温度なども、被圧延材８の
全幅にわたって測定しなければならない場合もある。
【００２０】
　この点、古くは、従来から一般的に用いられている熱間圧延ライン１００のような熱間
圧延ラインでは、仕上出側温度計２１やコイラー入側温度計２５は、被圧延材８の幅方向
中央（被圧延材８が全く蛇行しない条件下で、熱間圧延ラインの幅中央に一致）に相当す
る位置に固定的に設置され、視野スポットの直径にして、せいぜい２０～５０ｍｍの赤外
線式放射温度計に頼っていた。
【００２１】
　すなわち、被圧延材８の幅方向中央を代表として、全長にわたり温度測定するだけで、
幅方向にどのような温度分布になっているかまでは測定しない、という方法である。古く
は、需要家に納入する製品熱延金属帯の品質保証上も、これで十分としていた。
【００２２】
　しかしながら、被圧延材８の幅方向中央を代表として、全長にわたり温度測定した結果
が、被圧延材８の長手方向に、品質保証上、合格である温度分布になっていたとしても、
被圧延材８の幅方向にも、品質保証上、合格である温度分布になっているか否かは、幅方
向温度分布を測定していない以上、本当は保証できない。
【００２３】
　バッチ圧延のもとでは、仕上圧延機１８での平坦度制御の効果がまだ現れない、被圧延
材８の先端数十メートル、ないしは、張力の作用しない、仕上圧延機１８の最終スタンド
からコイラー２４までの距離に相当する、被圧延材８の先端あるいは尾端の百数十メート
ルには、どうしても被圧延材８の形状の平坦でない部分ができ、しかもその山波の形状は
いびつで、例えば、図３２に示すように、被圧延材８の先端部にところどころ局部的に冷
却水の水溜まりができたような場合は、同部は局部的に強く冷却されてしまい、幅方向温
度分布が均一となりにくい。
【００２４】
　ところで、鋼の表面と冷却水との間で起こる現象は、鋼の被圧延材の温度が５５０℃以
上では、図３３（ａ）に示すような、被圧延材８の表面全体が水蒸気の膜で覆われている
膜沸騰の状態にあるが、５５０℃を下回るあたりから、水蒸気の膜が不安定となり、局部
的に冷却水ｗと被圧延材８が直接接触する部分ができ、同部分では、図３３（ｂ）に示す
ような、核沸騰の状態に移行し、さらに被圧延材８の温度が全体的に降下すると、全面的
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に核沸騰の状態に移行する。
【００２５】
　問題は、被圧延材８の温度が全体的に低下しつつある過程では、膜沸騰よりも核沸騰の
方が、熱伝達が促進され、それを熱伝達係数に換算した値も大きくなるため、核沸騰が起
こっている部分では、局部的に周囲の他の部分に比べて、被圧延材８の温度が低下しやす
くなることである。
【００２６】
　高張力鋼の場合は、品質確保上、巻き取り直前の温度として求められる値が５５０℃を
下回るものが多いため、膜沸騰から核沸騰に移行する温度域を通過するタイミングが、被
圧延材８のある部分と周囲の他の部分とで、早いところと遅いところがでてくる。
【００２７】
　先述のような水溜まりのある部分では、被圧延材８に局部的に温度の低い部分（ブラッ
クスポット）ができるため、水溜まりのある部分とそうでない部分とで、いよいよ巻き取
り直前の被圧延材８の温度に差ができるようになり、それに伴って、被圧延材８全体とし
て品質が均一でなくなり、局部的に品質が許容範囲から外れていくようになる。
【００２８】
　特許文献１では、それ以前の冷却ゾーンでは、全長、水量密度０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍ
ｉｎ以上１．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下が一般的であったところ、図３４に示すごとく
、冷却ゾ－ンを前半ゾ－ンと後半ゾ－ンに２区分し、前半ゾ－ンで水量密度１．０ｍ３／
ｍ２ ／ｍｉｎ以上５．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下のスリットラミナー方式で強冷却を行
うか、水量密度０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上１．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下のパイプ
ラミナー方式で、５５０℃まで（図３４中Ｃ位置）強冷却を行うことで、結晶粒の成長を
抑制しつつ、後半ゾ－ンで水量密度０．０５ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３ｍ３／ｍ２ 
／ｍｉｎ未満のスプレー方式で４５０℃まで緩冷却を行うことで、巻き取り直前の温度を
可及的均一とすることを提案している。
【００２９】
　ちなみに、図３４中、５が、強冷却を行う設備（スリットラミナー方式）を配した前半
ゾーン、４が、緩冷却を行う設備（スプレー方式）を配した後半ゾーン、３が、冷却ゾー
ン全長に配した中程度の冷却を行う設備（パイプラミナー方式）であり、図３４（ａ）の
Ｂ部を拡大した図３４（ｂ）中、３１，４１，５１は、ヘッダー管、３２は、パイプラミ
ナーノズル、４２は、スプレーノズル、５２は、スリットラミナーノズルである。
【００３０】
　特許文献１は、冷却速度の遅い膜沸騰域から冷却速度の速い核沸騰域に変化する遷移温
度が、水量密度を低下させると、低下することに着目し、後半ゾーンでは、０．０５ｍ３

／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満という低水量密度で緩冷却を行うこ
とで、巻き取り直前の温度を可及的均一となるようにしたものである。
【００３１】
　また、被圧延材８の幅方向温度分布を測定しようとする努力は、以前もなされてはいた
。しかし、以上のような問題があり、近年、とくにその重要性は増してきたといえる。
【００３２】
　古くは、被圧延材８の幅方向温度分布を測定するには、被圧延材８の幅方向中央に相当
する位置に固定的に設置された温度計に加え、それとは別に、被圧延材８の幅方向に走査
（スキャン）する温度計を設置し、搬送中の被圧延材８を幅方向にスキャンすることで、
結果的に被圧延材８上に斜めに軌跡を描くように走査（スキャン）して温度測定していた
。このため、図３５に熱間圧延ライン上方から見た図に示すごとく、温度の局部的に低い
ブラックスポットと呼ばれる部分をスキャンし損ない、結果的に、同部分を検出できない
場合があった。
【００３３】
　特許文献２では、制御冷却後の鋼板の幅方向温度分布を鋼板全長に渡って離散的に測定
することを記載している。図３６に示すごとく、鋼板の幅または長手方向に温度偏差が発
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生したタイミングと、冷却バンク、ノズルおよび／またはヘッダーのような冷却関連設備
の使用開始または終了のタイミングとが一致する、黒やシャドウで示すような被圧延材８
全長全幅のうちの一部の領域を異常部位と判定するとともに、冷却装置の方も、異常と診
断することを記載している。
【００３４】
　同特許文献２では、図３６を見てもわかる通り、推測するに、幅方向に２００ｍｍピッ
チで、被圧延材８の離散的な温度測定をしている。
【００３５】
　特許文献３では、厚板圧延ラインの場合を対象に、熱間矯正装置（ホットレベラ）の下
流側（出側）にて、サーモビュアや走査（スキャン）型の放射温度計により、鋼板の温度
分布を測定することを記載しており、その目的は、残留応力分布を求め、後の製造工程で
ある熱処理の条件を調整することで、鋼板を切断時の残留応力解放による変形を、極力抑
制する、というものである。
【００３６】
　ここで、サーモビュアとは、基本原理は近赤外線カメラと同じものを意味し、例えば正
方形状の画素を縦横に２次元的に配列し、各画素で測定した温度データを線形補間して物
体の温度分布を疑似連続的に測定しようとするものであるが、画素一つあたりの縦横の寸
法は、先述の特許文献２での離散的な温度測定ピッチの例である、２００ｍｍよりは小さ
い。このため、より連続に近い温度分布を測定できる。
【００３７】
　なお、特許文献３では、温度測定の対象となる被圧延材のどこをどれだけの領域につい
て、その温度を測定するかは不明であるが、全幅でないことだけは確かである。一例とし
て、幅３０００ｍｍの鋼板についての言及があるが、測定可能な領域として、幅３０００
ｍｍもの広幅の鋼板の全幅をカバーできる近赤外線カメラは、特許文献３の出願当時はも
とより、現在もまだ開発されていないからである。
【００３８】
　特許文献４では、鋼帯の熱間圧延ラインの場合を対象に、搬送中の鋼板の平面の温度を
、冷却関連設備よりも上流側（入側）で測定することを記載しており、その目的は、平面
温度の最低温度が予め定めた温度以下で、かつ平面温度の偏差が予め定められた値以下の
ときは、水冷却による冷却制御を行い、平面温度の偏差が予め定められた値を超えるとき
は、ガス冷却による冷却制御を行うことで、温度偏差を小さくし、品質を可及的均一とす
る、というものである。
【００３９】
　なお、特許文献４では、鋼板の平面の温度を測定する手段として、近赤外線カメラとは
記載しておらず、また、被圧延材のどこをどれだけの領域について、その温度を測定する
かも不明である。
【００４０】
　最後に、後述の発明を実施するための最良の形態にて引用する関係で、特許文献５をこ
こで挙げておく。
【特許文献１】特許第３８１７１５３号公報
【特許文献２】特開２００５－２７９６６５号公報
【特許文献３】特開２００３－３１１３２６号公報
【特許文献４】特開２０００－３１３９２０号公報
【特許文献５】特開２００７－２０３３６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４１】
特許文献１の技術は、巻き取り直前の温度を、可及的均一とすることを目標とはしている
ものの、巻き取り直前の被圧延材の平面（２次元）温度分布が、結果的に、どのようにな
ったかまでは測定の対象としておらず、もちろん、その測定の結果の記録もしておらず、
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さらに、測定した結果をもとに、冷却のしかたを制御しようともしていない。このため、
需要家に対する製品納入上の品質保証が十分でない、という点で課題を残していた。
【００４２】
　特許文献２の技術は、幅方向に２００ｍｍピッチというような、離散的な被圧延材の温
度分布測定によるものであるため、古くから行われている、搬送中の被圧延材を幅方向に
スキャンして温度測定する場合と同様、温度の局部的に低いブラックスポットと呼ばれる
部分を検出できない場合がある、という問題があった。
【００４３】
　特許文献３の技術は、厚板圧延ラインを対象としており、しかも、測定視野は被圧延材
の全幅をカバーするものではない。このため、視野から外れる被圧延材の部分に、温度の
局部的に低いブラックスポットと呼ばれる部分があった場合、同様に同部分を検出できな
い場合がある、という問題があった。
【００４４】
　特許文献４の技術も、出願当時の技術水準からいって、後述の発明を実施するための最
良の形態で述べるシャッタースピードが十分に短くない問題があり、また、測定視野も、
被圧延材の全幅をカバーするものとは考えにくく、しかも、冷却関連設備による冷却を、
水冷とするか、空冷とするか、をフィードフォワード的に切り替える制御に用いることま
でを記載しているにすぎず、制御の結果、どのような被圧延材の平面（２次元）温度分布
になったかまでは測定の対象としておらず、また、測定した結果の記録については、これ
をしておらず、需要家に対する製品納入上の品質までは保証しえない、という点で課題を
残していた。
【００４５】
　本発明は、かような従来技術の問題を解決するべくなされたものであり、巻き取り前の
被圧延材の平面（２次元）温度分布の実績を測定の対象とし、その測定の結果をもとに冷
却のしかたを制御する、近赤外線カメラを用いた熱延金属帯の冷却制御方法を提供するこ
とで、需要家に対する製品納入上の品質保証を適正に行えるような方法と、それを用いた
熱延金属帯の製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００４６】
すなわち、本発明は以下の通りである。
（１）熱間圧延ラインの仕上圧延機とコイラーの間の冷却関連設備を、前半ゾーンと後半
ゾーンに２区分し、前記前半ゾーンでは、表裏片面あたり水量密度０．７ｍ３／ｍ２ ／
ｍｉｎ以上１．２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の冷却水を供給し、前記後半ゾーンでは、表
裏片面あたり水量密度２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上５．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下の
冷却水を供給して、巻き取り直前の、熱延金属帯の温度を制御するとともに、前記前半ゾ
ーンでは、さらにそれに加え、前記前半ゾーンの出側に設置した、前記熱延金属帯の全幅
を、全長または全長のうちの一部の長さについて撮影可能な、近赤外線カメラによる温度
測定の結果をもとに、前記前半ゾーンにおける、前記熱延金属帯の温度の制御にフィード
バックして、巻き取り直前の、前記熱延金属帯の温度を制御することを特徴とする熱延金
属帯の冷却制御方法。
（２）（１）フィードバックによる、前記熱延金属帯の巻き取り直前の温度上昇分を補償
すべく、前記後半ゾーンにおける、前記熱延金属帯の温度の制御にフィードフォワードし
て、巻き取り直前の、前記熱延金属帯の温度を制御することを特徴とする（１）の熱延金
属帯の冷却制御方法。
（３）（１）または（２）を用いた熱延金属帯の製造方法。
【発明の効果】
【００４７】
本発明によれば、巻き取り前の被圧延材の平面（２次元）温度分布の実績を測定の対象と
し、その測定の結果をもとに、冷却のしかたを制御する、近赤外線カメラを用いた熱延金
属帯の冷却制御方法を提供することで、需要家に対する製品納入上の品質保証を適正に行
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えるような方法と、それを用いた熱延金属帯の製造方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
（熱延金属帯の原初的な冷却制御方法）
本発明を実施するための一つの実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法について、以
下に説明する。
【００４９】
　発明者らは、仕上圧延後の被圧延材（熱延金属帯）の一部においてでも、核沸騰が開始
してしまう部分が出てくると、後々そのような不均一さを平坦化して解消するのは難しく
、それが、そのまま巻き取り直前の温度の不均一さとなって残り、製品熱延金属帯の材質
の不均一につながる点に鑑み、本発明をなすに至った。
【００５０】
　巻き取り直前の、熱延金属帯の温度の制御は、原初的に、概略、以下に述べるようにし
て行われている。
【００５１】
　図３１中に示した、粗圧延機１２で粗圧延された被圧延材８が仕上入側温度計１５の真
下まで搬送されてきて、その先端が仕上入側温度計１５の真下に到達すると、被圧延材８
の先端の温度は仕上入側温度計１５からプロセスコンピュータ７０に伝送される。
【００５２】
　プロセスコンピュータ７０内では、被圧延材８の先端の温度がある一定の閾値以上、例
えば、７００℃以上であるか否かを判断し、被圧延材８の先端の温度がある一定の閾値以
上の場合には、被圧延材８の先端が仕上入側温度計１５の真下に到達したと判定する。
【００５３】
　そして、プロセスコンピュータ７０内では、被圧延材８の先端が仕上入側温度計１５の
真下に到達した、と判定したことをトリガー信号として、プロセスコンピュータ７０より
も上位のビジネスコンピュータ９０から、目標とする被圧延材８の巻き取り直前の温度の
長手方向パターンを設定し、それを達成するための被圧延材８の長手方向についての注水
バンクのスプレーパターンの計算が起動される。
【００５４】
　この注水バンクのスプレーパターンの計算は、同じくビジネスコンピュータ９０から伝
送される、目標とする被圧延材８の巻き取り直前の温度の長手方向パターン、目標とする
被圧延材８の仕上圧延後の温度の長手方向パターン、仕上圧延後の被圧延材（熱延金属帯
）８の厚み、被圧延材８のスレッディング速度、及び被圧延材８のトップ速度に基づいて
、仕上入側温度計１５で測定した被圧延材８の仕上圧延機１８の入側での長手方向温度分
布の実績をもとに、プロセスコンピュータ７０内で計算される。
【００５５】
　ここで、目標とする被圧延材８の巻き取り直前の温度の長手方向パターンは、ビジネス
コンピュータ９０内に設定テーブルを設け、被圧延材８の材質や仕上圧延後の厚み、幅等
のデータをキーとし、被圧延材８の先端、中間、尾端ごとに設定される。しかし、これに
限らず、プロセスコンピュータ７０内に設定テーブルを設けて、設定してもよい。
【００５６】
　また、被圧延材８のスレッディング速度及びトップ速度とは、図２に示すように、被圧
延材８を仕上圧延する際の加減速パターン中でいえば、被圧延材８の先端が次々と仕上圧
延機１８の各スタンドに噛み込んでいくときの突っ掛け防止のための低い速度を、スレッ
ディング速度、また、さらに被圧延材８の先端が進行し、コイラー２４に巻き付いた直後
に加速を開始するのであるが、被圧延材製品の材質確保を目的とした、温度降下補償を行
うための高い速度を、トップ速度と称す。
【００５７】
　図２においては、被圧延材８の先端が仕上圧延機１８のＦ１スタンドにオンしたとき（
ａ）から前記先端がコイラー２４に巻き付いたとき（ｂ）までスレッディング速度で通板
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し、先端がコイラー２４に巻き付いた直後に加速し、そしてトップ速度を被圧延材８の尾
端がＦ１スタンドからオフするとき（ｃ）まで維持し、さらに尾端の巻取りが完了する（
ｄ）までにクリーピング速度と呼ばれる速度まで減速して通板している。
【００５８】
　さて、ここで、プロセスコンピュータ７０内での、注水バンクのスプレーパターンの計
算の話に戻ると、注水バンクのスプレーパターンは、全バンク注水、全バンク無注水、半
数のバンクにて注水ほかの、何かある一つの例に、まず、仮に決められる。
【００５９】
　そして、その仮に決められた注水バンクのスプレーパターンに従った場合の、注水開始
バンクの開始する位置から注水終了バンクの終了する位置までの距離（注水長Ｌ）も仮に
決められる。
さらに、その仮に決められた注水バンクのスプレーパターンに従った場合に、被圧延材８
の巻き取り直前の温度がいくらになるか、が次に計算される。
【００６０】
　まず、図３（ｂ）に示すように被圧延材（熱延金属帯）８を長手方向に仮想的に分割し
た切板８ａの連続したものと考え、ある一つの切板８ａを取り上げた場合に、その切板８
ａが、被圧延材８中の長手方向のどこに位置するか、そして仕上圧延開始前の被圧延材８
の状態ではどの位置に相当し、該位置での粗出側被圧延材温度実績はいくらだったのか（
仕上入側温度計１５により測定される）、のデータをもとに以降の計算が行われる。
【００６１】
　さて、ここで、各切板８ａが仕上出側温度計２１の直下に達したときに、目標とする被
圧延材８の仕上圧延後の温度の長手方向パターンの通りになるものと仮に決める。
【００６２】
　そして、先述のスレッディング速度、トップ速度、それに各構成設備間の機械的な距離
をもとに、主要構成設備（Ｆ１、Ｆ７、ランナウトテーブル２３の入側及び出側）への到
達までに要する時間を計算し、次にその所要時間をもとにランナウトテーブル２３中、実
質的に冷却に寄与する、冷却関連設備２６の伸びるゾーンの直下（冷却ゾーン）の入側へ
到達するまでの放冷による被圧延材８の温度降下、デスケーリング装置１６によるデスケ
ーリング水や仕上圧延機１８を構成する各圧延機間に設置された冷却装置（図示せず）か
らの冷却水噴射による被圧延材８の温度降下、仕上圧延中の加工発熱による被圧延材８の
温度上昇などの温度変動をその切板８ａごとに計算し、その切板８ａがランナウトテーブ
ル２３中、実質的に冷却に寄与する、冷却関連設備２６の伸びるゾーンの直下（冷却ゾー
ン）の入側に到達したときに何℃の温度になるか、を詳説しない計算により予測する。
【００６３】
　さらに、各切板８ａが、冷却関連設備２６の存在する直下のゾーンにて、先述の仮に決
められた注水バンクのスプレーパターンに従った場合に、何℃まで冷却されるか、を概略
以下に述べる計算ロジックにより予測する。
【００６４】
　熱延金属帯（被圧延材）８の温度は、下記式（３）に示す板厚方向一次元熱伝導方程式
により表される。
【００６５】
【数３】

【００６６】
熱延金属帯（被圧延材）８の表面および板厚方向中心における境界条件は、上面および下
面の冷却は対称であるとして、下記式（４）により与える。
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【００６７】
【数４】

【００６８】
ここで、Ｔは熱延金属帯（被圧延材）８の温度、Ｔｗは冷却水の水温、ｃは比熱、ρは密
度、λは熱伝導率、Ｑｔｒａｎｓは変態発熱、ｈは熱伝達率、ｄは板厚、ｘは板厚方向座
標、ｔは時間である。
【００６９】
　熱延金属帯（被圧延材）８の表面における熱伝達率ｈは、輻射、対流、水冷各項の和と
して下記式（５）にて求める。
【００７０】
【数５】

【００７１】
ここで、ｈｅは輻射による熱伝達率、ｈａは対流による熱伝達率、ｈｗｔおよびｈｗｂは
上面水冷および下面水冷による熱伝達率である。熱伝達率ｈｗｔおよびｈｗｂについては
、冷却水の水流密度Ｗ、水温Ｔｗ、熱延金属帯（被圧延材）８の表面温度Ｔｓ、熱延金属
帯（被圧延材）８の搬送速度Ｖの関数として下記式（６）のように与えられる。
【００７２】

【数６】

【００７３】
　冷却過程におけるフェライト、パーライト、ベイナイトなどの変態相の体積率を計算す
ることにより、変態速度の推定を行って下記式（７）のように変態発熱Ｑｔｒａｎｓを計
算する。
【００７４】

【数７】

【００７５】
ここで、ξは変態潜熱、Ｘは変態率である。
【００７６】
　さて、ランナウトテーブル２３を通過する際にどこどこのバンクについて冷却水を注水
すれば、その切板８ａを目標とする巻き取り直前の温度まで冷却できるかは、図４のフロ
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ーチャートに示す収束計算により求める。
【００７７】
　すなわち、先述の仮に決められた注水バンクのスプレーパターンに従った場合（図４中
の冷却バンクの初期設定）に、その仮に決められた注水バンクのスプレーパターンに従っ
た場合の、注水バンク合計数分の冷却水の流量と、その注水バンク合計数分に相当するゾ
ーンをその切板８ａが通過するのに要する時間を前述のスレッディング速度、トップ速度
、それに各構成設備間の機械的な距離をもとに予測計算（図４中の各バンクでの冷却時間
の予測）した結果とから、その時間でその切板８ａが巻き取り直前に何℃まで冷却される
かを、前述の式（３）～（７）の計算により求め（図４中の巻取温度の予測）、それがま
だ目標とする巻き取り直前の温度に比べ、ある一定の値（例えば±５℃）を超えて外れて
いる場合、そのすぐ下流側のバンクを注水した場合、あるいはそのすぐ上流側のバンクを
注水停止した場合はどうか、を次に計算する、という一連の計算プロセスを繰り返す収束
計算により求める。求めた結果が図４中のバンク選択のプリセットに相当する。
【００７８】
　このように収束計算され、補正された注水バンクのスプレーパターン（バンク選択のプ
リセット結果）は制御装置５０に伝送され、制御装置５０は、この伝送された、補正され
た注水バンクのスプレーパターンにより、冷却関連設備２６から被圧延材８に向け注水す
る冷却水の流量を制御する。注水バンクの合計数が変われば冷却水の流量も変わる関係に
ある。
【００７９】
　具体的には、冷却水を注水するバンクと対象とする切板８ａの計算機設定に基づいて多
くのデータを制御装置５０に伝送し、制御装置５０は、リアルタイムにその切板８ａの冷
却水を注水する各バンクへの到達をメジャーリングロール２８と速度計２９の両者を用い
たトラッキングに基づいて判定し、バルブ開閉から冷却水の注水開始及び注水停止までの
遅延時間などを適宜考慮した上で、その到達タイミングに合わせて各バンクの各ヘッダの
冷却水の注水開始及び注水停止のためのバルブ開閉を制御する。
【００８０】
　（本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法）
ここで、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法の説明に移る。
【００８１】
　一つの要件は、熱間圧延ラインの仕上圧延機とコイラーの間の冷却関連設備２６の伸び
るゾーンの直下（冷却ゾーン）を、前半ゾ－ンと後半ゾ－ンに２区分し、前半ゾーンと後
半ゾーンにおける、巻き取り直前の、熱延金属帯の温度の制御を、例えば、以上説明した
、一連の、原初的な熱延金属帯の冷却制御方法により、行うようにするとともに、前半ゾ
ーンでは、さらにそれに加え、前半ゾーンの出側に設置した、熱延金属帯の全幅を、全長
または全長のうちの一部の長さについて撮影可能な、近赤外線カメラによる温度測定の結
果をもとに、前半ゾーンにおける熱延金属帯の温度の制御にフィードバックすることにあ
る。
【００８２】
　すなわち、図１（ａ）に示すように、前半ゾーンの出側に設置した、熱延金属帯の全幅
を、全長または全長のうちの一部の長さについて撮影可能な、近赤外線カメラにより、仕
上圧延後の熱延金属帯の一部にでも、核沸騰が開始してしまう部分が出てきて、熱延金属
帯の温度が不均一（特に幅方向に不均一）になると、その温度測定の結果をもとに、冷却
水を注水するヘッダー数を幾分減らすように、前半ゾーンにおける、熱延金属帯の温度の
制御にフィードバックするようにすれば、熱延金属帯の温度分布の均一化を図れる。
【００８３】
　前半ゾーンと後半ゾーンをどこで分けるかは次に説明する考え方による。
【００８４】
　後述するように、熱延金属帯の表面温度が高い領域では、膜沸騰であり、熱流束は低い
。パイプラミナー方式のような、一般的な冷却関連設備の場合、水量密度に依存するが、
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５００ないし５５０℃の間のある温度を境に、遷移沸騰（熱延金属帯の一部において、核
沸騰が開始すること）が開始して、温度の低下とともに熱流束が大きくなる。
【００８５】
　遷移沸騰が開始するまでに前半ゾーンにおける冷却を停止しないと、被圧延材表面の平
均温度よりも局部的に低温の領域ができやすくなり、この温度偏差が巻き取り直前の温度
の不均一さとそれに伴う製品熱延金属帯の材質の不均一さにも影響する。
【００８６】
　よって、安全側に考え、熱延金属帯の温度が５５０℃となるまで冷却が可能なように、
被圧延材搬送方向の前半ゾーンの長さを決定する。
【００８７】
　その長さは、熱延金属帯の厚さ、搬送速度、目標とする仕上圧延後温度、などにより変
動するため、対象とする熱間圧延ラインにて圧延する被圧延材全体（プロダクトミックス
）のうち、厚さと搬送速度の積に対する、目標とする仕上圧延後温度の割合が、最大のも
のを、想定し得る最高の冷却水の水温で、５５０℃まで冷却する場合を臨界条件として決
定すればよい。
【００８８】
　また、前記の決定は、対象とする熱間圧延ラインにて圧延する被圧延材全体ではなく、
特に巻き取り直前の温度の均一さを厳格に要求される材質の被圧延材に、対象を限定して
行ってもよい。
【００８９】
　ランナウトテーブルの長さ（仕上圧延機を構成する最終スタンドから、それに近い側の
コイラーまでの長さ）は熱間圧延ラインによって異なり、１３０ないし１９５ｍあるとこ
ろ、前半ゾーンの搬送方向の長さの一例としては、７０ｍが挙げられるが、本実施の形態
に限られるものではない。
【００９０】
　ちなみに、後半ゾーンの搬送方向の長さの一例としては、３０ｍが挙げられるが、本実
施の形態に限られるものではない。
【００９１】
　また、前半ゾーンと後半ゾーンの間に空冷ゾーンを設けてもかまわない。
【００９２】
　仕上圧延後の熱延金属帯の一部にでも、核沸騰が開始してしまう部分が出てきて、熱延
金属帯の温度が不均一になることは、次のようにして判定する。
【００９３】
　まず、近赤外線カメラの視野に入り撮影された１画像毎に、熱延金属帯表面の平均温度
を演算する。そして、平均温度からの温度偏差（平均値－最小値）を演算し、平均温度よ
りも低温側の領域（低温領域）を判別する。
【００９４】
　先にも述べたが、このような低温領域は、多くの場合、図３２に示すように、被圧延材
８の先端部にところどころ局部的に冷却水の水溜まりができて、同部は局部的に強く冷却
され、幅方向温度分布が不均一となることによって生じる。
【００９５】
　平均温度よりも低温側の領域（低温領域）を判別する必要があるのは、次に述べる理由
による。
【００９６】
　特に、後半ゾーンで表裏片面あたり水量密度０．０５ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３
ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満の冷却水を供給して緩冷却した場合に顕著であるが、平均温度
よりも低温側の領域（低温領域）があると、図５に、被圧延材８の長手方向の１画素にて
測定した温度を被圧延材８の幅方向に連ねたものを、前半ゾーンと後半ゾーンとで比較し
て示しているが、平均温度からの温度偏差（平均値－最小値）が大きい箇所と小さい箇所
の２箇所で比較してみればわかる通り、同温度偏差が、ある一定の値以上に大きいと、冷
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却により、平均温度からの温度偏差が拡大してしまい、巻き取り直前の温度が目標とする
値から大きくはずれて許容範囲に入らなくなり、それに伴って、材質の不均一さが許容範
囲に収まらなくなる。
【００９７】
　しかも、図６に示すごとく、その傾向は、目標とする巻き取り直前の温度（図中ＣＴと
標記）が低くなるほど顕著になる。
【００９８】
　この点、平均温度からの温度偏差（平均値－最小値）が小さいと、温度偏差の拡大は比
較的小さい。
【００９９】
　この低温領域の温度偏差が、次に説明する、前半ゾーンにおける冷却後の許容温度偏差
の閾値ΔＴＬ以上である領域の有無を、先述の、前半ゾーンの出側に設置した、熱延金属
帯の全幅あるいはさらに全長または全長のうちの一部の長さを撮影可能な近赤外線カメラ
による測定の結果をもとに、判定する。
【０１００】
　この、熱延金属帯の温度が不均一になったことを判定する閾値は、材質上必要な、目標
とする熱延金属帯の巻き取り直前の温度を挟んだ同温度の許容範囲の下限、各熱延金属帯
同士の間での巻き取り直前の温度の的中精度の標準偏差σc、及び、仕上圧延後の熱延金
属帯の熱間圧延ラインの幅中央における温度が被圧延材内で長手方向にどれだけ変動する
かの標準偏差σＬ、仕上圧延後の熱延金属帯の温度が幅方向にどれだけ変動するかの標準
偏差σｗ、などより決める。
【０１０１】
　材質上必要な、目標とする被圧延材の巻き取り直前の温度から、同温度の許容範囲の下
限値を差し引いた値（公差）をＸ（多くの場合６０℃。それ以下、例えば４０℃などをク
リアできるとさらに好ましい。）とすると、下式を満足する必要がある。
【０１０２】
　　Ｘ≧３．０×√（σc^2＋σＬ＾2＋σｗ＾2）
　よって、遷移沸騰に起因した熱延金属帯の温度の幅方向の不均一さの標準偏差σｗは、
次式を満足する必要がある。
【０１０３】
　　σｗ≦√{　(Ｘ/３．０）^2　－ （σc^2＋σＬ＾2） }
　よって、閾値ΔＴＬは、σｗの２．５倍に等しいものと決めると、
　　ΔＴＬ＝２．５×√{　(Ｘ/３．０）^2　－ （σc^2＋σＬ＾2） }　　・・・（０）
となる。
【０１０４】
　例えば、材質上必要な、目標とする被圧延材の巻き取り直前の温度から、同温度の許容
範囲の下限値を差し引いた値（公差）Ｘが６０℃、温度制御精度σｃが５℃、同σＬが８
℃の場合、閾値ΔＴＬは４４℃となる。
【０１０５】
　対象とする熱間圧延ラインにて圧延する被圧延材全体（プロダクトミックス）のうち、
同じ材質と仕上圧延後寸法の被圧延材ごとに温度制御精度σｃ、σＬを実績解析し、目標
とする被圧延材の巻き取り直前の温度から、同温度の許容範囲の下限値を差し引いた値（
公差）Ｘ（６０℃）を用いて、ΔＴＬを求めてみた結果の一例を、図７に示す。巻き取り
直前の温度が低くなるほど、閾値ΔＴＬも小さくなることがわかる。
【０１０６】
　対象とする熱間圧延ラインにて圧延する被圧延材全体ではなく、特に巻き取り直前の温
度の均一さを厳格に要求される材質の被圧延材に対象を限定して、温度制御精度σｃ、σ
Ｌを実績解析し、閾値ΔＴＬを求めるとともに、そのような材質の被圧延材に限って、本
実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法を適用するようにしてもよい。
【０１０７】
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　ところで、前半ゾーンにて冷却水を注水するヘッダー数を幾分減らすようにフィードバ
ック制御すると、減らした分だけ、熱延金属帯の巻き取り直前の温度が上がってしまうが
、その上がってしまう温度がある一定以上に大きい場合は、その分を補償すべく、後半ゾ
ーンにおける冷却にフィードフォワード制御して、後半ゾーンにて冷却水を注水するヘッ
ダー数を幾分増やすようにした方が好ましい。
【０１０８】
　各々の操作量は、式（１）および式（２）により演算され、注水流量の変更量に相当す
る注水バンク数の増減で制御される。なお、ΔＴは、近赤外線カメラの視野中の最低温度
が、平均温度に対し、どれだけ低いか、その偏差を示したものである。
【０１０９】
　ちなみに視野の大きさは、熱延金属帯の幅方向には最大幅である２３００ｍｍをカバー
する幅とし、搬送方向には、熱延金属帯の搬送速度に応じた長さとする。後述するように
、一例を挙げると、３２００ｍｍである。
【０１１０】
　さらに、何視野分も熱延金属帯の長手方向に連続して、熱延金属帯の全長または全長の
うちの一部の長さを撮影可能としておくのが好ましい。
【０１１１】
　例えば、熱延金属帯の搬送速度が１２００ｍｐｍの場合、０．１６ｓｅｃに１回の撮影
を行うことで、搬送方向すなわち被圧延材８の長手方向に３２００ｍｍごとに全長全幅の
温度分布データを測定していくことができる。
【０１１２】

【数１】

【０１１３】
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【数２】

【０１１４】
　なお、熱延金属帯表面の平均温度からの温度偏差（平均値－最小値）が所定の閾値ΔＴ
Ｌ以上なのではなくて、平均温度自体が予定していたよりも許容範囲を外れて低温側に外
れていたような場合には、熱間圧延ラインの幅中央における温度の測定結果に基づいてフ
ィードバック制御を行う機能が別途はたらくので心配はない。
【０１１５】
　（後半ゾーン緩冷却の場合）
さて、後半ゾーンにおける冷却のしかたについては、一つの考え方として、表裏片面あた
り水量密度を０．０５ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満と低下さ
せ、緩冷却を行うようにする方法がある。
【０１１６】
　ここで、水量密度は、熱延金属帯に単位時間あたり供給される冷却水の流量を、その冷
却水が供給される熱延金属帯の面積で除した値である。
【０１１７】
　また、表裏片面あたりで上記水量密度範囲内であれば、別に、両面とも上記水量密度範
囲内であってもよい。その方が冷却能を大きくできて好都合な場合もある。
【０１１８】
　さらに、ある熱延金属帯に対して、上記に説明した、本実施の形態に係る熱延金属帯の
冷却制御方法、すなわち、前半ゾーンにおける、熱延金属帯の温度の制御へのフィードバ
ックを適用し、次の熱延金属帯も同じ材質と寸法であった場合、前記したある熱延金属帯
の、近赤外線カメラの視野に入り撮影された１画像内での温度測定の結果をもとに、前記
熱延金属帯の平均温度と該平均温度から前記１画像内での温度の最小値を差し引いた偏差
を演算し、前記フィードバックにより、前記熱延金属帯内で、該偏差が、前記熱延金属帯
の温度が幅方向に不均一になったことを判定する閾値ΔＴＬ未満となった時点以降におけ
る、前記熱延金属帯の、前記前半ゾーンの出側での、熱間圧延ラインの幅中央における温
度の測定結果の、長手方向平均値を、次の熱延金属帯の、前記前半ゾーンの出側での、前
記した、熱間圧延ラインの幅中央における温度の目標値として、前記した、次の熱延金属
帯に対する冷却制御を行うようにするのも好ましい。
【０１１９】
　そのようにすれば、前半ゾーンの出側での、熱延金属帯の温度が、熱延金属帯の先端部
においても、遷移沸騰域に入りにくくなり、巻き取り直前の温度も許容範囲に入りやすく
なるからである。
【０１２０】
　（後半ゾーン強冷却の場合）
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また、発明者らは、新たに発見した次のような事実をもとに、別の好ましい実施の形態に
も想到した。
【０１２１】
　新たに発見した事実とは、すなわち、熱延金属帯の一部において、核沸騰が開始する温
度域にて、特許文献１のように、水量密度を０．０５ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３ｍ
３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満と低下させ、緩冷却を行うようにするのとは逆に、表裏片面あた
り水量密度２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上の強冷却を行った場合にも、巻き取り直前の
、熱延金属帯の温度が、均一に近づく作用があることである。
【０１２２】
　熱延金属帯の表面温度が高い領域では、膜沸騰であり、熱流束は低い。パイプラミナー
方式のような、一般的な冷却関連設備の場合、水量密度に依存するが、５００ないし５５
０℃の間のある温度を境に、遷移沸騰（熱延金属帯の一部において、核沸騰が開始するこ
と）が開始して、温度の低下とともに熱流束が大きくなる。
【０１２３】
　しかし、発明者らの研究によれば、図８に示すように、冷却のための水量密度を大きく
していくと、遷移沸騰開始温度が次第に高くなるとともに、熱延金属帯が一部でなく全面
的に核沸騰に移行する温度も次第に高くなることがわかった。
【０１２４】
　しかも、ここで重要なことは、冷却のための水量密度を大きくしていくと、熱延金属帯
の一部でなく全面的に核沸騰に移行する方向に作用することである。
【０１２５】
　よって、仕上圧延後、熱延金属帯の温度が５００ないし５５０℃の遷移沸騰開始温度に
至る前までは、本実施の形態の別の要件として規定しているように、前半ゾーンにて、パ
イプラミナー方式のような、一般的な冷却関連設備により、表裏片面あたり水量密度０．
７ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上１．２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下となるような冷却を行い、そ
れ以下の温度域では、むしろ水量密度を大きくして、完全に核沸騰に移行した状態で冷却
すれば、熱延金属帯が遷移沸騰状態にある温度域にて冷却水を注水することに伴う、熱延
金属帯の、巻き取り直前の温度の不均一さを、抑制することも可能となる。
【０１２６】
　ここで、具体的な水量密度と遷移沸騰開始温度の関係を実験室内にて調査した結果につ
いて説明する。
【０１２７】
　図９には、実験室内で、円管ジェットを熱延金属帯（熱延鋼帯）の幅方向と長手方向に
複数配列したノズルにより、水量密度（熱延金属帯の単位面積当たり注水する冷却水の流
量）を変化させ、その冷却温度履歴から遷移沸騰開始温度及び核沸騰開始温度を読み取っ
たものを示す。
【０１２８】
　まず、水量密度を大きくするにつれて、遷移沸騰開始温度及び核沸騰開始温度は高くな
り、５００℃以上で確実に核沸騰とするためには、水量密度を２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉ
ｎ以上にすればよいことがわかる。
【０１２９】
　また、パイプラミナー方式のような、一般的な冷却関連設備により、水量密度０．７ｍ
３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上１．２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下となるような冷却を行った場合に
は、遷移沸騰開始温度が５００ないし５５０℃になることがわかる。
【０１３０】
　すなわち、前半ゾーンの冷却関連設備としては、パイプラミナー方式のような、従来か
ら一般的にあるものを利用して、仕上圧延後、熱延金属帯の温度が５００ないし５５０℃
の遷移沸騰開始温度に至る前までの冷却を行い、後半ゾーンの冷却関連設備としては、水
量密度が２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上となるような特別の工夫を施したものを利用し
て、熱延金属帯の温度が遷移沸騰開始温度以下になった後の冷却を行うようにする。
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【０１３１】
　なお、図９にて得られた知見からすると、特許文献1のように、後半ゾーンで水量密度
０．０５ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ以上０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満のスプレー方式で緩冷
却を行うようにした場合には、遷移沸騰開始温度を４００℃までは下げられるため、目標
とする巻き取り直前の温度が４００℃以上の場合は、熱延金属帯の、巻き取り直前の温度
の不均一さを、抑制することが可能である。
【０１３２】
　熱延金属帯の、目標とする巻き取り直前の温度が４００℃以上であれば、以上の方法も
好ましい。
【０１３３】
　が、それ以下の温度まで冷却すると、熱延金属帯の一部が遷移沸騰域に入った状態で、
さして水量密度の大きくない冷却がなされるため、熱延金属帯の、巻き取り直前の温度が
不均一になる危険性が生じてくる。
【０１３４】
　この点、上記に説明した好ましい実施の形態によれば、常温までの範囲で、巻き取り直
前の温度の目標値をいくら低くしても、実際の巻き取り直前の温度の不均一さを、抑制す
ることができる。
【０１３５】
　後半ゾーンの冷却関連設備としての、表裏片面あたり水量密度が２．０ｍ３／ｍ２ ／
ｍｉｎ以上となるような特別の工夫を施したものとしては、熱延金属帯の上面に関しては
、直進性に優れたラミナー状のもの若しくはジェット冷却が好ましい。
【０１３６】
　なお、後半ゾーンの冷却関連設備の水量密度に別に上限はないが、後に説明する各種の
工夫をこらしても、発明者らの想到する限りの方法では、現在実現可能なのは５７．０ｍ
３／ｍ２ ／ｍｉｎ以下となる。
【０１３７】
　好ましい実施の形態では、後半ゾーンにおける表裏片面あたり水量密度を２．０ｍ３／
ｍ２ ／ｍｉｎ以上にするが、これだけ大きな水量密度の冷却水を熱延金属帯上に噴射す
ると、熱延金属帯の上面では、冷却水は熱延金属帯の側面にしか排水されないため、熱延
金属帯の上に厚い水膜が出来てしまう。
【０１３８】
　冷却水は、この水膜を貫通し、熱延金属帯に直接打力を発生させなければ、これだけ大
きな水量密度の冷却水を噴射しても、熱延金属帯の一部においてだけしか、膜沸騰になら
ない可能性がある。そこで、直進性の高いラミナー状のもの、若しくはジェットノズルか
ら冷却水を噴射するジェット冷却などが好ましい。ノズルの形状としては、円管状のもの
やスリット状のものなどが考えられるが、どちらを利用してもかまわない。
【０１３９】
　スプレーやミスト冷却を利用すると、ノズルから噴射された冷却水は、液滴状に分断さ
れ、空気の抵抗を受けて減速しやすいため、好ましくない。
【０１４０】
　（後半ゾーンに用いるのに好ましい冷却装置）
後半ゾーンに用いるのに好ましい冷却装置の各種の実施の形態としては、例えば、厚板圧
延ラインに適用した実施例を記載している特許文献５のものを、熱延金属帯を製造するた
めの熱間圧延ラインに転用するのが好ましい。
【０１４１】
　図１０（ａ）は、後半ゾーンに用いるのに好ましい冷却装置の実施の形態の一例を説明
するための図である。
【０１４２】
　この実施の形態に係る冷却装置２０１は、図３１に示した熱間圧延ライン１００のよう
な熱間圧延ラインに設置される冷却装置であり、テーブルローラー１３上を搬送される被
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圧延材８の上面に向けて棒状冷却水を供給するための上ヘッダユニット２１０を備えてい
る。
【０１４３】
　上ヘッダユニット２１０は、搬送方向に複数配置された第一上ヘッダ２１０ａからなる
第一上ヘッダ群と、その下流側に、搬送方向に複数配置された第二上ヘッダ２１０ｂから
なる第二上ヘッダ群によって構成されており、第一上ヘッダ群および第二上ヘッダ群の各
上ヘッダ２１０ａ、２１０ｂは、それぞれ独立して棒状冷却水の噴射（注水）のＯＮ－Ｏ
ＦＦ制御（注水の開始と停止の制御）を可能とするＯＮ－ＯＦＦ機構３００を備えた配管
構成となっている。なお、ここでは、第一上ヘッダ群および第二上ヘッダ群はそれぞれ３
個の上ヘッダで構成されている。
【０１４４】
　そして、上ヘッダ２１０ａ、２１０ｂのそれぞれに、搬送方向に複数列の上ノズル２２
０（ここでは被圧延材８の搬送方向に４列）が取り付けられており、第一上ヘッダ２１０
ａの上ノズル群（第一上ノズル群）２２０ａと第二上ヘッダ２１０ｂの上ノズル群（第二
上ノズル群）２２０ｂとは、それぞれから噴射する棒状冷却水２３０ａと棒状冷却水２３
０ｂの噴射方向が被圧延材８の搬送方向に互いに対向するように配列されている。すなわ
ち、第一上ノズル群２２０ａは被圧延材上面の下流側に向けて斜めにθ１の伏角（噴射角
度）で棒状冷却水２３０ａを噴射し、第二上ノズル群２２０ｂは被圧延材上面の上流側に
向けて斜めにθ２の伏角（噴射角度）で棒状冷却水２３０ｂを噴射するようになっている
。
【０１４５】
　したがって、お互いの上ヘッダから被圧延材８の搬送方向に見て最も遠い側の列（最外
側の列）の上ノズルからの棒状冷却水が被圧延材８に衝突する位置同士に挟まれた領域が
冷却領域ということになる。
【０１４６】
　その際に、第一上ノズル群２２０ａからの棒状冷却水２３０ａの噴射線と第二上ノズル
群２２０ｂからの棒状冷却水２３０ｂの噴射線が交差しないようにすれば、お互いの上ヘ
ッダから被圧延材８の搬送方向に見て最も近い側の列（最内側の列）の上ノズルからの棒
状冷却水が被圧延材８に衝突する位置同士に挟まれた領域に、図１０に示すような滞留冷
却水２４０の水膜が安定して形成される。
【０１４７】
　これにより、お互いの上ヘッダに最も近い側の列（最内側の列）の上ノズルからの棒状
冷却水は滞留冷却水２４０の水膜に向かって噴射されることになり、お互いに他方の棒状
冷却水を壊すことがないので好ましい。
【０１４８】
　そして、最内側の列の上ノズルから棒状冷却水が被圧延材８に衝突する位置同士の間隔
を滞留域長さＬと呼ぶこととする。この滞留域長さＬでは、棒状冷却水が被圧延材８に衝
突せず滞留冷却水２４０のみで冷却がなされるため、被圧延材８と冷却水の接触が不安定
であり、温度不均一の発生原因となりやすいが、滞留域長さＬが１．５ｍ以内となるよう
にすれば、滞留冷却水２４０が被圧延材８を冷却する割合は比較的少ないので、滞留冷却
水２４０による温度不均一を防止することができる。このように、この滞留域長さＬは短
いほうがよく、１００ｍｍ程度まで短くするのがより好ましい。
【０１４９】
　ちなみに、棒状冷却水とは、円形状（楕円や多角の形状も含む）のノズル噴出口から噴
射される冷却水のことを指している。また、棒状冷却水は、スプレー状の噴流でなく、膜
状のラミナーフローでなく、ノズル噴出口から被圧延材８に衝突するまでの水流の断面が
ほぼ円形に保たれ、連続性で直進性のある水流の冷却水をいう。
【０１５０】
　そして、図１０（ｂ）、（ｃ）は、上ヘッダ２１０（２１０ａ、２１０ｂ）に取り付け
られている上ノズル２２０（２２０ａ、２２０ｂ）の配置例を示したものである。通過す
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る被圧延材８の全幅に棒状冷却水を供給できるように被圧延材８の幅方向にある一定の取
り付け間隔で一列に配置されたノズルの列が、被圧延材８の搬送方向Ａに複数列（ここで
は、４列）設けられている。
【０１５１】
　さらに、ここでは、前列のノズルから噴射される棒状冷却水の被圧延材８の幅方向衝突
位置に対して次列のノズルから噴射される棒状冷却水の被圧延材８の幅方向衝突位置がず
れるようにノズルが配置されている。
【０１５２】
　すなわち、図１０（ｂ）では、前列のノズルに対して次列のノズルの幅方向位置を幅方
向取り付け間隔の１／３程度ずらしており、図１０（ｃ）では、幅方向取り付け間隔の１
／２程度ずらしている。
【０１５３】
　なお、後述するが、ノズルから噴射する棒状冷却水に被圧延材８の幅方向成分を持たせ
る場合は、ノズルの被圧延材８の幅方向取り付け位置と棒状冷却水の被圧延材８の幅方向
衝突位置とが異なってくるので、その場合には、棒状冷却水の被圧延材８の幅方向衝突位
置が所望の位置（分布）になるように、ノズルの取り付け位置を調整する必要がある。
【０１５４】
　上記のように搬送方向に複数列の上ノズル２２０を配置するのは、１列の上ノズルでは
被圧延材８に衝突する棒状冷却水と隣り合う棒状冷却水との間で滞留冷却水を堰き止めて
水切りを行う力が弱くなることが挙げられる。滞留冷却水を堰き止めるためには複数列の
上ノズルが必要であり、それぞれの上ヘッダ２１０に取り付けられている上ノズル２２０
の列数を３列以上とするのが好ましく、５列以上とすればより好ましい。
【０１５５】
　また、前述したように上ノズル２２０を複数の上ヘッダ２１０に分けて取り付けること
は、熱延金属帯の温度制御を実施するために不可欠なこととなる。
【０１５６】
　熱延金属帯では、様々な厚みの熱延金属帯を目標とする温度まで冷却する必要があるが
、生産量を確保するために可能なかぎり速い搬送速度で冷却を行う必要がある。
【０１５７】
　そのため、目標とする温度に調整するには、水冷時間を調整する必要があり、そのため
、一般的には、冷却領域の長さを様々に変更する必要が出てくる。
【０１５８】
　このため、上ノズルを複数の上ヘッダに分けて取り付け、それぞれの上ヘッダで棒状冷
却水の噴射のＯＮ－ＯＦＦができるような構造にすることで、冷却領域の長さを変化させ
る。
【０１５９】
　それぞれの上ヘッダには１列以上の上ノズルを取り付ければよいが、取り付けるノズル
列数は目標とする温度制御能力に応じて決定する。
【０１６０】
　１列当たりに被圧延材８が冷却される温度（例えば、５℃）よりも、許容される温度偏
差（例えば±８℃）の範囲が広い場合は、許容される温度偏差の範囲に調整できる限度内
で１ヘッダ当たりのノズル列数を増やしてもかまわない。
【０１６１】
　例えば、±８℃の温度偏差の範囲（１６℃の温度範囲）に調整するには、１つの上ヘッ
ダでの冷却による温度降下を１６℃未満とすればよく、そのためには、上ヘッダに取り付
ける上ノズル列数を３列とすれば、１５℃単位で温度が調整できるため、許容される温度
偏差の範囲に冷却した上での熱延金属帯の温度の調整が可能となる。
【０１６２】
　逆に、この場合に上ヘッダに取り付ける上ノズル列数を４列とすると、温度調整は２０
℃単位となり、目標とする温度偏差の範囲（１６℃）内に収まらない可能性があり、好ま
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しくない。
【０１６３】
　よって、冷却装置により冷却可能な温度や許容される温度偏差の範囲によって、１上ヘ
ッダあたりの上ノズル列数は調整する必要がある。
【０１６４】
　このように、上ヘッダ２１０の個数および上ノズル２２０の列数は、滞留水を堰き止め
る観点と所望の冷却能力を得る観点が両立する条件となるように定める。
【０１６５】
　そして、この冷却装置２０１は、上ヘッダ２１０ａ、２１０ｂから被圧延材８の上面に
向けて、被圧延材８の上面の水量密度が２．０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ以上になるように棒状
冷却水２３０を供給する。
【０１６６】
　ここで、水量密度を２．０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ以上としている理由について説明する。
図１０に示す滞留水２４０は、供給する棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂによって堰き止め
られて形成される。
【０１６７】
　このとき、水量密度が小さいと堰き止めること自体ができず、水量密度がある量よりも
大きくなると堰き止めることができる滞留水２４０の量は増大し、被圧延材８の幅端部か
ら排出される冷却水と供給される冷却水の流量が釣り合って、滞留水２４０の量は一定に
維持される。
【０１６８】
　熱延金属帯の場合、一般的な幅は０．９～２．３ｍであり、２．０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ
以上の水量密度で冷却すれば、これらの幅において滞留冷却水２４０を一定に維持できる
。
【０１６９】
　水量密度を２．０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ以上に大きくすればするほど、熱延金属帯の冷却
速度が速くなるため、目標とする温度まで冷却するために必要な冷却領域の長さを短くす
ることができる。
【０１７０】
　その結果、この冷却装置２０１を導入するスペースをコンパクトにすることが可能とな
り、既存の設備の間に、この冷却装置２０１を導入して、併用して冷却することも可能と
なるほか、設置コストの節約にも繋がる。
【０１７１】
　このように、この冷却装置２０１では、第一上ノズル２２０ａから噴射される棒状冷却
水２３０ａと第二上ノズル２２０ｂから噴射される棒状冷却水２３０ｂが被圧延材８の搬
送方向にお互い対向するようにしているので、被圧延材８の上面の滞留水２４０が被圧延
材８の搬送方向に移動しようとするのを、噴射された棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂ自身
が堰き止める。これによって、２．０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ以上の大きな水量密度の冷却水
を供給しても、安定した冷却領域が得られ、均一な冷却を行うことができる。
【０１７２】
　なお、上ノズル２２０ａ、２２０ｂから噴射する冷却水を、例えばスリットノズルから
噴射した膜状冷却水でなく、棒状冷却水としているのは、棒状冷却水の方が安定的に水流
を形成できるため、滞留冷却水を堰き止める力が大きいからである。
【０１７３】
　また、膜状冷却水を斜めに噴射する場合、被圧延材８からノズルまでの距離が遠くなる
と被圧延材８に近づくほど水膜が薄くなって、ますます壊れやすくなるからでもある。
【０１７４】
　そして、第一上ノズル２２０ａの噴射角度θ１と、第二上ノズル２２０ｂの噴射角度θ
２は、３０～６０゜とするのが好ましい。
【０１７５】
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　噴射角度θ１、θ２が３０゜より小さいと、棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂの垂直方向
速度成分が小さくなって、被圧延材８への衝突が弱くなり、冷却能力が低下するからであ
り、噴射角度θ１、θ２が６０゜よりも大きいと、棒状冷却水の搬送方向速度成分が小さ
くなって、滞留冷却水２４０を堰き止める力が弱くなるからである。なお、噴射角度θ１
と噴射角度θ２は必ずしも等しくする必要はない。
【０１７６】
　また、滞留冷却水を堰き止めるためには、長手方向に複数列（前記で３列以上噴射する
）と説明したが、さらに上ノズル２２０から噴射する棒状冷却水の噴射速度を８ｍ／ｓ以
上とすると、滞留水の堰き止め効果がさらに改善され好ましい。
【０１７７】
　そして、ノズルが詰まりにくく、かつ棒状冷却水の噴射速度を確保するためには、上ノ
ズル２２０の内径は３～８ｍｍの範囲とするのが好適である。
【０１７８】
　また、棒状冷却水の場合、幅方向に隣り合う棒状冷却水と棒状冷却水の隙間から冷却水
が流れ出しやすい。
【０１７９】
　この場合、前述した図１０（ｂ），（ｃ）のように、前列の棒状冷却水の被圧延材８の
幅方向衝突位置に対して次列の棒状冷却水の被圧延材８の幅方向衝突位置をずらして配置
することが好ましい。これによって、幅方向に隣り合う棒状冷却水の間で水切り能力が弱
くなる部分に次の列の棒状冷却水が衝突し、水切り能力が補完される。
【０１８０】
　そして、上ノズル２２０の幅方向の取り付けピッチ（幅方向取り付け間隔）は、ノズル
内径に対して２０倍以内とすれば良好な水切り性を得ることができる。
【０１８１】
　さらに、被圧延材８の反りなどによって上ノズル２２０が破損することを防止するため
に、上ノズル２２０の先端の位置をパスラインから離すようにするのがよいが、あまり離
すと棒状冷却水が分散するので、上ノズル２２０の先端とパスラインの距離を５００ｍｍ
～１８００ｍｍとするのが好ましい。
【０１８２】
　また、図１１（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すが、棒状冷却水の噴射方向の速度成分の０
～３５％が被圧延材８の幅方向に向かう速度成分となるように、外向き角αを持たせて棒
状冷却水の噴射方向を設定すると、上ノズル２２０から被圧延材８に噴射された棒状冷却
水は、図１１（ａ），（ｂ），（ｃ）の矢印Ｂに示すように合流して速やかに被圧延材８
の幅端から落下するようになり、棒状冷却水が被圧延材８の幅方向外側に向かう速度成分
を有していない場合に比べて、低い圧力や少ない水量で滞留水を堰き止めて水切りができ
るようになるため、経済的な設計を行う上で好ましい。
【０１８３】
　より好ましい範囲は１０～３５％である。なお、３５％を超えると、冷却水の被圧延材
８の幅方向への飛散防止に装置コストがかかる上、棒状冷却水の鉛直方向速度成分が小さ
くなって、冷却能力が低下する。
【０１８４】
　また、被圧延材８の幅方向に配列される全ノズル数の４０～６０％が、被圧延材８の幅
方向の一方の外側に向かう成分を持つ棒状冷却水を噴射するのが好ましい。
【０１８５】
　被圧延材８の幅方向の一方の外側に向いているノズル数が全体の６０％を超えて、幅端
からの冷却水排出に偏りが生じれば、滞留冷却水の厚みが厚くなったところで棒状冷却水
が滞留冷却水を堰き止められなくなり、幅方向の温度不均一が発生する可能性があるから
である。
【０１８６】
　また、被圧延材８の幅方向の一方の外側で飛散水が極端に多くなると、これを防止する
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ための装置コストが高くなるからでもある。
【０１８７】
　したがって、図１１（ｂ）のように、両外側に一定の外向き角αをもって噴射する場合
では、被圧延材８の幅方向外側に噴射するノズルの比率を片側４０％、逆側６０％までは
配置可能であるが、好ましくは片側５０％、逆側５０％で配置するのがよい。
【０１８８】
　また、図１１（ａ）に示すように、被圧延材８の幅方向外側に向かうにつれて順次外向
き角αを大きくする場合もあるが、その場合は被圧延材８の幅方向中心に対して対称な外
向き角αの分布となるようにすることが好ましい。
【０１８９】
　また、図１１（ｃ）に示すように、被圧延材８の幅方向外側を向かない上ノズル（外向
き角α＝０の上ノズル）の総数を全体の２０％以内（例えば２０％）とし、残りのうち両
外側に向けるノズル数をほぼ等しく（例えば片側４０％ずつ）すれば、滞留冷却水の排水
は円滑に行われ、滞留冷却水を堰き止めて水切りを行うには好適となる。
【０１９０】
　なお、以上説明した各冷却装置２０は、図１０に示したように、各３個の上ヘッダ２１
ａ、２１ｂを有するようにしているが、冷却能力の関係でもっと設備長を長くする場合に
は、上ヘッダ２１ａ、２１ｂの数を増やしてもかまわないし、また、冷却装置２０を搬送
方向Ａに複数台設置してもかまわない。
【０１９１】
　さらに、図１２に示すように、第一上ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの間に中
間ヘッダ２１０ｃを設けることも可能であり、その個数はいくつでもかまわない。
【０１９２】
　ここで、中間ヘッダ２１０ｃは、搬送方向に対する伏角θを９０°とする以外、ノズル
配置や外向き角度α、水量密度などは、第一上ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂと
同様にすればよい。また、その場合に第一上ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの個
数を複数としてもかまわない。
【０１９３】
　このようにして、以上説明した各冷却装置２０においては、熱延金属帯８の上方に２．
０ｍ３／ｍ２／ｍｉｎ以上の水量密度の棒状冷却水を噴射する第一上ノズル群２２０ａ、
第二上ノズル群２２０ｂを接続した第一上ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂを設け
、棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂと被圧延材８のなす伏角θ１、θ２が３０゜～６０゜で
、被圧延材８の搬送方向Ａにお互いに対向するように第一上ノズル群２２０ａ、第二上ノ
ズル群２２０ｂを配置して、さらに棒状冷却水を進行方向の速度成分に対して、被圧延材
８の幅方向外向きに０～３５％の速度成分を持たせて噴射することにより、被圧延材８の
上面に冷却水を供給するようにしているので、熱間圧延ラインに設置することによって、
被圧延材８を目標温度まで高冷却速度で均一にかつ安定的に冷却することができる。
【０１９４】
　以上説明した各冷却装置２０において、対向する第一上ノズル群２２０ａ、第二上ノズ
ル群２２０ｂから噴射される棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂの速度が速い場合、例えば１
０ｍ／ｓ以上である場合は、棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂは、被圧延材８に衝突後、お
互いにぶつかり合って上方に飛散する。
【０１９５】
　この飛散冷却水が滞留冷却水２４０上に落下すれば問題ないが、図１３に示すように、
飛散冷却水２５０が斜め上方に飛散して棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂ上に落下すると、
飛散冷却水２５０が棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂ間の隙間から漏れて、完全な水切りが
できなくなる場合がある。特に、滞留域長さが２００ｍｍ以内である場合に、その問題が
発生しやすい。さらに、冷却水の噴射速度が速くなるにつれ、飛散冷却水２４０が第一上
ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの上を飛び越えて被圧延材８上に落下することも
ある。
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【０１９６】
　それに対して、図１４（ａ）に示す冷却装置２０１は、図１０（ａ）に示した冷却装置
２０１において、さらに、対向する第一上ノズル群２２０ａ、第二上ノズル群２２０ｂの
最内側列のさらに内側に遮蔽板２６０ａ、２６０ｂを追加したものである。ここで、遮蔽
板２６０ａ、２６０ｂは、第一上ノズル群２２０ａ、第二上ノズル群２２０ｂから噴射さ
れる棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂの上方を覆うように設置するのが好ましい。
【０１９７】
　これによって、飛散冷却水２５０が斜め上方に飛散した場合でも、落下する飛散冷却水
２５０は遮蔽板２６０ａ、２６０ｂに遮られ、棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂ上に落下す
ることなく、滞留冷却水２４０上に落下するようになる。したがって、的確に水切りを行
うことができるようになる。
【０１９８】
　なお、遮蔽板２６０ａ、２６０ｂは、シリンダ２７０ａ、２７０ｂによって昇降できる
構造にすることもでき、遮蔽板２６０ａ、２６０ｂを必要とする製品製造時のみに使用し
、それ以外の時は退避位置に引き上げておく方法もある。
【０１９９】
　ちなみに、遮蔽板２６０ａ、２６０ｂを使用する際には、遮蔽板２６０ａ、２６０ｂの
最下端が被圧延材８の上面から３００～８００ｍｍ上方に位置するようにするのが好まし
い。すなわち、被圧延材８の上面から３００ｍｍ以上、上方に位置するようにしておけば
、先端または尾端に上反りが発生した被圧延材８が進入してきても、衝突することがない
。しかし、被圧延材８の上面から８００ｍｍを超えて高くすると、飛散冷却水２５０を十
分に遮蔽することができない。
【０２００】
　また、図１４（ａ）における遮蔽板２６０ａ、２６０ｂに替えて、図１４（ｂ）に示す
ように、軽くて表面が滑らかな遮蔽幕２８０ａ、２８０ｂを用いるようにしてもよい。遮
蔽幕２８０ａ、２８０ｂは、通常は垂れ下がった状態で待機しており、棒状冷却水２３０
ａ、２３０ｂの噴射が開始されると、最内側の列の棒状冷却水に沿って持ち上がる。その
際、棒状冷却水２３０ａ、２３０ｂは勢いよく噴射されるので、その流れが乱れるという
ことはない。
【０２０１】
　さらに、前述したように、冷却水の噴射速度が速く、飛散冷却水２５０が第一上ヘッダ
２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの上を飛び越えて被圧延材８の上に落下しようとする場
合には、図１４（ｃ）に示すような、第一上ヘッダ２１０ａと第二上ヘッダ２１０ｂの間
の被圧延材上方に位置するような遮蔽板２９０を用いてもよい。このような遮蔽板２９０
を用いれば、第一上ヘッダ２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの上を飛び越えて被圧延材８
の上に落下しようとする飛散冷却水２５０を的確に遮蔽することができる。しかも、遮蔽
板２９０に当たった飛散冷却水２５０は、落下する際に、横方向に飛散しようとする飛散
冷却水２５０を巻き込んで一緒に滞留冷却水２４０上に落下するので効果的である。
【０２０２】
　そして、図１４（ａ），（ｂ），（ｃ）に示した各冷却装置においても、第一上ヘッダ
２１０ａ、第二上ヘッダ２１０ｂの数の調整を行えばよい。
【０２０３】
　なお、以上の各冷却装置２０１の説明においては、被圧延材８の下面の冷却については
説明していない。下面冷却については、もともと被圧延材８の上に滞留水２４０が乗って
過冷却が発生する問題はないため、下ノズル３１０に一般的な冷却ノズル（スプレーノズ
ル、スリットノズル、円管ノズル）を採用してかまわない。場合によっては、上面冷却の
みで被圧延材８を冷却してもかまわない。
【０２０４】
　このほか、冷却装置としては、図１５（ａ），（ｂ），（ｃ）に示した各種の実施の形
態のものを用いてもよい。
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【０２０５】
　（近赤外線カメラの好適な配置）
ところで、ブラックスポットのできている部分は、製品である鋼帯の伸びや穴拡げ性など
の機械的性質が劣るため、同部は切除し、ブラックスポットの顕著でない部分だけにした
上で、需要家に納入する、という具合に対応せざるを得ない。
【０２０６】
　このようなブラックスポットのある被圧延材の部分が、間違って需要家に納入されてし
まうのを防ぎ、品質保証を行えるようにするためには、そのようなブラックスポットのあ
る被圧延材の部分を、局部的に温度の低い部分として正確に捕捉する、という品質判定を
行える必要がある。
【０２０７】
　そのためには、図１（ｂ）のように、被圧延材８の全幅をカバーして撮影可能な近赤外
線カメラ２５Ａをコイラー入側に設置するのがよい。
【０２０８】
　一方、前半ゾーンの出側に設置した、熱延金属帯の全幅あるいはさらにその全長を撮影
可能な近赤外線カメラ２７Ａによる測定の結果をもとに、前半ゾーン５における冷却のし
かたを制御して、熱延金属帯の、巻き取り直前の温度が不均一になるのを抑制するために
は、図１（ａ）のような近赤外線カメラの配置とするのが好ましいことから、両者を両立
させるためには、図１（ｃ）のような近赤外線カメラの配置とするのが好ましいことにな
る。
【０２０９】
　このほか、近赤外線カメラは、もちろん、ランナウトテーブルの中間や、仕上圧延機出
側に設置してもよいし、図２５（ｂ）～（ｄ）のように、これらのうち複数の箇所に併設
してもよい（図２５（ｃ）は図１（ｃ）と同じである）。
【０２１０】
　ここで、コイラー入側に設置する近赤外線カメラは、被圧延材８の搬送方向上流側のコ
イラー２４の、図示しないマンドレルの中心から、被圧延材８の搬送方向上流側（入側）
に３０ｍ以内の位置に設置するのが好ましい。
【０２１１】
　仕上圧延機出側に設置する近赤外線カメラは、設置するとしたら、仕上圧延機１８の最
終スタンドのワークロール中心から、被圧延材８の搬送方向下流側（出側）に３０ｍ以内
の位置に設置するのが好ましい。
【０２１２】
　ランナウトテーブルの中間に設置する近赤外線カメラは、設置するとしたら、図３１に
示した熱間圧延ライン１００の仕上圧延機１８とコイラー２４の間の冷却関連設備２６を
２区分した、前半ゾ－ンと後半ゾ－ンの中間の位置に設置するのが好ましい。
【０２１３】
　（近赤外線カメラの仕様、熱延金属帯の全幅撮影方法）
図１６に、ａ）耳伸び、ｂ）中伸びなどの先端部の平坦度（急峻度）の悪さと切除長さの
関係を示す。
【０２１４】
　被圧延材８上、ブラックスポットのできている部分が、ａ）耳伸び、ｂ）中伸びなどの
先端部の平坦度（急峻度）の悪さに起因して、長手方向に長いと、図１６に示すように、
酸洗など後工程にて、ブラックスポットの顕著な部分を含む領域について、その全長を切
除する際の切除長さも長くする必要があることがわかる。
【０２１５】
　このため、被圧延材８の長手方向には、仕上圧延機１８での平坦度制御の効果がまだ現
れない、被圧延材８の先端数十メートル、ないしは、張力の作用しない、仕上圧延機１８
の最終スタンドからコイラー２４までの距離に相当する、被圧延材８の先端あるいは尾端
の百数十メートルの、被圧延材８の形状の平坦でない部分を、カバーして撮影するのが好



(25) JP 2010-5683 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

ましい。
【０２１６】
　もちろん、被圧延材８の全長を撮影するのも好ましい。
【０２１７】
　図１６中の各写真は、近赤外線カメラを、熱間圧延ライン１００上、コイラー入側温度
計２５の上流側１ｍの位置に仮設し、仕上圧延機１８側を俯瞰して撮影したものである。
機械的性質の代表である引張強さの目標は５９０ＭＰａ、コイラー入側温度計２５の位置
にての巻き取り直前の温度の目標は４７０℃である。図中の記号は、Ｄはドライブ（駆動
）側、Ｏはオペレータ側（ドライブ側と反対側）、Ｃはセンター部、Ｑはクォーター部、
Ｅはエッジ部をそれぞれ示す。急峻度の値は、被圧延材８の最先端から長手方向に５３ｍ
の位置のものである。
【０２１８】
　被圧延材８の平坦度の悪いことがある先端部と尾端部（仕上圧延機１８の最終スタンド
Ｆ７からコイラー２４までの距離に相当する長さ）については、少なくとも、その長手方
向全長にわたり、連続した撮影画像が得られるようにするのがよい。
【０２１９】
　もちろん、被圧延材８の可及的に全長にわたり、連続した撮影画像が得られるようにす
るのも好ましい。
【０２２０】
　ここで用いた近赤外線カメラの画素一つあたりの大きさは、縦３０μｍ×横３０μｍで
あり、画素の縦横の配列数は、縦３２０×横２５６のものを用いており、図１７に示した
本設時のように、被圧延材８を真上から撮影した場合、近赤外線カメラ側ではなく、測定
対象である被圧延材８側に換算して、一画素あたり縦１０ｍｍ×横１０ｍｍ、トータルで
、縦（長手方向）３２００ｍｍ×横（幅方向）２５６０ｍｍの領域を１回の撮影で視野に
捉えることができる。
【０２２１】
　一画素あたりの縦横の寸法は、ともに、測定対象である被圧延材８側に換算して、１０
ｍｍ以下とするのが好ましい。これよりも大きいと、撮影した画像はモザイク状のため、
ブラックスポットの外縁と平面形状がわかりにくくなるからである。
【０２２２】
　一方、同寸法の下限はとくに規定する必要はない。一例として挙げた上記の例の１０ｍ
ｍとかそれ以下で大丈夫である。
【０２２３】
　従来から一般的に製造される被圧延材の幅は、最大２３００ｍｍであり、この近赤外線
カメラの視野は、全ての被圧延材８について、その全幅をカバーできることになる。
【０２２４】
　仮設した近赤外線カメラの撮影した画像図１８（ａ）は、正常に撮影できた場合を示し
ている。被圧延材８の搬送速度は、熱間圧延ライン１００の例では、１２０ｍｐｍから１
２００ｍｐｍに及ぶが、縦（長手方向）３２００ｍｍの視野があるため、例えば、被圧延
材８の搬送速度が１２００ｍｐｍであれば、３２００ｍｍを搬送するのに、３２００／１
０００÷１２００／６０＝０．１６ｓｅｃかかるため、０．１６ｓｅｃに１回の撮影を行
い、被圧延材８の先端が視野に入った瞬間以前から撮影を開始し、被圧延材８の全長が搬
送され、尾端が視野から外れる瞬間以降に撮影を終了する。搬送速度がもっと遅ければ、
搬送速度に反比例するかたちで、撮影の間隔を長くすればよい。
【０２２５】
　ところで、１回の撮影でのシャッタースピードが１０００分の１秒台と、十分に短くな
い近赤外線カメラを用いた場合、被圧延材８の搬送速度が速いと、図１８（ｂ）に示すよ
うに、画像がぶれて流れてしまい、ブラックスポットは大きく写り、ぼやけてしまうこと
がある。
【０２２６】
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　本実施の形態では、表１に示した仕様の近赤外線カメラを用いている。最短１０μｓｅ
ｃ（１０万分の１秒）の高速シャッターを搭載した近赤外線カメラを用いることで、被圧
延材８の搬送速度が速くても、画像がぶれて流れてしまわないような撮影が可能である。
【０２２７】
【表１】

【０２２８】
　図１９（ａ）は、近赤外線カメラのシャッタースピードをいろいろに変えた場合に、ど
れだけの輝度に測定されるか、を調べたものである。横軸は、被圧延材８の温度からして
、熱放射エネルギー（Ｗ／ｍｍ２）がどれだけになるかを換算式にて計算して示しており
、縦軸は、輝度値（[-]）を示している。
【０２２９】
　近赤外線カメラ側の問題であるが、輝度値８０００（[-]）を下回る領域では、ノイズ
の影響が大きくて鮮明な画像が得にくくなるため、８０００（[-]）を下限とした。
【０２３０】
　また、本近赤外線カメラの仕様上、輝度値は１６ビット信号で測定するため、最大で２
１６＝６５５３６（[-]）を上回る領域は、飽和してしまって測定ができなくなることか
ら、やや余裕をみて６００００（[-]）を上限とした。
【０２３１】
　以上説明した上限と下限の間が測定可能なレンジであり、そのレンジに相当する温度範
囲が測定可能な温度レンジである。
【０２３２】
　図１９（ｂ）は、その関係をわかりやすく示したもので、横軸にシャッタースピードを
とった場合に、縦軸に測定可能な温度レンジを示したものである。シャッタースピードを
短くしていくと、４０μｓｅｃを下回るあたりから、３００℃未満の被圧延材８の温度は
測定不可能になり、それよりもシャッタースピードを短くしていくと、測定可能な温度レ
ンジの下限が、上がってしまうことがわかる。
【０２３３】
　被圧延材８が高張力鋼である場合、その種類によって目標とする巻き取り直前の温度も
異なるが、冷却関連設備２６による冷却後の被圧延材８の温度は、最低で３００℃に達す
る場合がある。
【０２３４】
　したがって、被圧延材８の種類によらずに最低温度３００℃を測定可能なようにしよう
とすると、シャッタースピードを４０μｓｅｃ以上にする必要がある。
【０２３５】
　そこで、被圧延材８の温度に応じて、シャッタースピードを調整するのが好ましい。
【０２３６】
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　すなわち、例えば、被圧延材８の、目標とする巻き取り直前の温度が、測定可能な３０
０℃に近い低い温度の場合は、画像がぼやけない限度において、近赤外線カメラのシャッ
タースピードを、例えば４０μｓｅｃ以上（本実施の形態に用いている近赤外線カメラで
は、仕様上、最長で５０μｓｅｃ：表１の仕様より）に長くし、被圧延材８の目標とする
巻き取り直前の温度が例えば４５０℃～７５０℃というように高い場合は、近赤外線カメ
ラのシャッタースピードを、例えば４０μｓｅｃ未満（同最短で１０μｓｅｃ：同）に短
くし、測定した温度のレンジを確保するようにするのが好ましい。
【０２３７】
　ただ、被圧延材８の温度が測定可能な下限に近づくほど、放射エネルギーが少ないこと
から、測定した温度のレンジを確保できるようにシャッタースピードを長くした方が好ま
しいことはいうまでもなく、被圧延材８の温度が測定可能な上限に近づくほど、可及的に
シャッタースピードを短くした方が、受光素子の能力が飽和して画像がぼやけてしまうの
を防止できるため、好ましい。
【０２３８】
　被圧延材８の目標とする巻き取り直前の温度に応じて、近赤外線カメラのシャッタース
ピードを調整するに際しては、例えば、被圧延材８が高張力鋼の場合に限らず、その被圧
延材８の種類によって決まる、目標とする巻き取り直前の温度に応じて、近赤外線カメラ
のシャッタースピードを、実際に撮影を行う以前に、予め決めてしまっておくよう調整す
るのが好ましい。
【０２３９】
　あるいは、仕上出側温度計２１にて測定した被圧延材８の先端部の温度の実績に応じて
、近赤外線カメラのシャッタースピードを調整するのも好ましい。
【０２４０】
　（近赤外線カメラの校正方法）
次に、近赤外線カメラが測定できるのは輝度である。予め、何らかの方法により近赤外線
カメラのメーカー側にて輝度を温度に変換するロジックを組み込んでいる場合もあるが、
既設のスポット温度計と測定結果が合わなくて最大２０℃内外の誤差が生じる場合があり
、問題となる。
【０２４１】
　そこで、このような問題を解決するため、予め、熱間圧延ラインの外、すなわち、オフ
ラインで、同じ熱源の同じ箇所について、該近赤外線カメラにて測定した輝度と、スポッ
ト温度計にて測定した温度と、の関係が、前記熱源の温度を変化させたときにどうなるか
、を輝度－温度変換曲線として求めたものを、制御装置５０やプロセスコンピュータ７０
などに記憶しておき、前記熱間圧延ラインに前記近赤外線カメラを設置して被圧延材を撮
影したときの輝度を、該輝度－温度変換曲線に従って、温度に変換する方法がある。
【０２４２】
　図２０がその結果である。また、図１８（ａ）の右横に示したスケールは、色の濃淡と
温度の関係で表示したものである。色は実際はカラーであるが、輝度が高いほど白っぽく
、低いほど黒っぽく見えるようにしたものを、温度と対応づけたものである。
【０２４３】
　あるいは、近赤外線カメラを熱間圧延ラインに設置して被圧延材を撮影し温度測定する
とともに、前記近赤外線カメラを設置した箇所での該近赤外線カメラの視野内のある箇所
について、スポット温度計にても被圧延材を温度測定し、スポット温度計にて測定した被
圧延材の部分の温度に、近赤外線カメラにて測定した同部分の温度が一致するよう、近赤
外線カメラを校正した上で、被圧延材を撮影する、という方法もある。これは、いわばオ
ンラインでの校正ともいえる。
【０２４４】
　（熱延金属帯の全幅を撮影が可能な近赤外線カメラを設置した熱間圧延ライン）
図２５（ａ）に、コイラー入側温度計２５に併設する形で、近赤外線カメラ２５Ａを設置
した例を示しているが、近赤外線カメラの視野内のある箇所について、スポット温度計で
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あるコイラー入側温度計２５にても被圧延材を温度測定ができるよう、コイラー入側温度
計２５の向きを調節する。図２５（ｂ）には、仕上出側温度計２１とコイラー入側温度計
２５の両者に併設する形で、近赤外線カメラ２１Ａ，２５Ａを設置した例、図２５（ｃ）
には、中間温度計２７（前半ゾーンの出側）とコイラー入側温度計２５の両者に併設する
形で、近赤外線カメラ２７Ａ，２５Ａを設置した例、図２５（ｄ）には、仕上出側温度計
２１と中間温度計２７（前半ゾーンの出側）とコイラー入側温度計２５の三者に併設する
形で、近赤外線カメラ２１Ａ，２７Ａ，２５Ａを設置した例、をそれぞれ示すが、同様に
、スポット温度計である仕上出側温度計２１と中間温度計２７の向きも調節する。
【０２４５】
　近赤外線カメラの画素の大きさに対してスポット温度計の視野が大きく、スポット温度
計の視野の中に複数の近赤外線カメラの画素が入る場合は、ある一つの画素を代表させ、
スポット温度計にて測定した温度と、その画素にて測定した温度と、が一致するよう、輝
度－温度変換曲線を求めたり、近赤外線カメラを校正したりするのが好ましいが、平均値
が一致するようにするなど、その他の方法によってもよい。
【０２４６】
　（熱延金属帯の全幅撮影結果記録方法、品質判定方法、品質判定結果記録方法）
　さて、ここで話は変わり、近赤外線カメラにて測定した被圧延材８の平面（２次元）温
度分布をもとに、どのようにして品質判定を行うかを、被圧延材８の全幅全長を撮影し、
温度測定する場合を例に、以下、説明する。
【０２４７】
　まずは、図２１中の各ステップを参照しつつ、その全体の流れについて説明する。
【０２４８】
　先に、被圧延材８の搬送速度が１２００ｍｐｍの場合、０．１６ｓｅｃに１回の撮影を
行うことで、搬送方向すなわち被圧延材８の長手方向に３２００ｍｍごとに全長全幅の温
度分布データを測定していくことを述べた。
【０２４９】
　被圧延材８を１本、その尾端まで撮影し終わると、ここで、後の処理のしやすさのため
、被圧延材８の全長全幅の温度分布データは、後述の実施例のごとく、パソコンなどのコ
ンピュータに付随するメモリーなどの記録媒体に一時記憶し、被圧延材８の長手方向に一
定長さごと、例えば、４ｍ（４０００ｍｍ）ごとに区分した温度分布データに再編集する
（ステップ１１０）。
【０２５０】
　その結果は、パソコンなどのコンピュータに付随するハードディスクなどの記録媒体に
記憶する（ステップ１２０）。
【０２５１】
　そのデータを、一度に１本でも複数本でもよい。再度、同パソコンなどのコンピュータ
に付随するメモリーなどの記録媒体に、読み出して一時記憶させる（ステップ１３０）。
【０２５２】
　そして、その１つの構成単位の中で、あるいは、１画面の中で、全ての画素について、
温度公差を外れたか否かを判定し、温度公差の上限値（温度上限閾値）を超えた画素、温
度公差の下限値（温度下限閾値）を下回った画素、について、その画素の平面（２次元）
座標（代表値でも縦横範囲でもよい）とともに一時記憶させ、温度公差外れ部分の平面（
２次元）分布を作成する（ステップ１５０）。
【０２５３】
　さらに、個々の被圧延材８ごとに、その全長にわたり、一定長さごと、つまり、前述の
１つの構成単位ごとに、温度公差を外れた品質の不良部分の種々の統計値を計算する（ス
テップ１６０）。その詳細については後述する。
【０２５４】
　また、温度公差を外れた被圧延材８の品質不良部分の判定を、前記種々の統計値より、
例えば、１ｍごとに行い、そしてまた例えば、図２２に示すような品質判定結果の１６進
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表示の関係でセットにして、全長にわたりビット情報として作成する（ステップ１７０）
。これも、その詳細については後述する。
【０２５５】
　最後に、温度公差を外れた被圧延材８の品質不良部分について、その被圧延材８の先端
からの開始位置と、その長さとを決定し、各被圧延材８ごとに紐付け、同パソコンなどの
コンピュータに付随するハードディスクなどの記録媒体に記憶する（ステップ１８０）。
【０２５６】
　以上で、どのようにして品質判定を行うか、その処理の全体の流れについての説明は、
以上の通りであるが、先程後述するとした（ステップ１６０）、（ステップ１７０）の処
理の詳細について、以下に説明する。
【０２５７】
　（ステップ１６０）での、統計値を計算する処理は、次のようなものである。
【０２５８】
　計算する統計値には、例えば、次のようなものがある。
（１）公差外れ面積率
　図２３（ａ）に示すような、被圧延材８を上方から見た面積に占める、温度公差を外れ
た被圧延材８の品質不良部分の面積の割合が、公差外れ面積率（％）である。
【０２５９】
　計算式としては、以下のようになる。
公差外れ面積率＝Σ公差外れ箇所の面積Ｓｉ／（領域長さ×被圧延材幅）×１００（％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（８）
（２）公差外れ長さ率
　図２３（ｂ）に示すような、被圧延材８を上方から見た領域長さに占める、温度公差を
外れた被圧延材８の品質不良部分の長手方向の長さの割合が、公差外れ長さ率（％）であ
る。長手方向にラップする領域がある場合は、ラップする領域を二重にカウントせずに、
一つの領域と考えてその長さを求め、計算する（図２３（ｂ）中のＬ３）。
【０２６０】
　計算式としては、以下のようになる。
公差外れ長さ率＝Σ公差外れ長さＬｉ／領域長さ　　　　　　　　　　　　・・・（９）
（３）公差外れ平均個数
　図２３（ｃ）に示すような、画面数Ｎ（本実施の形態ではＮ＝４）の表示領域あたりの
、温度公差を外れた被圧延材８の品質不良部分の個数が、公差外れ平均個数である。
【０２６１】
　計算式としては、以下のようになる。
公差外れ平均個数＝公差外れ箇所の個数／画面数Ｎ　（個／定長４ｍピッチ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）
（４）公差外れ箇所の平均面積／個
　図２３（ｄ）に示すような、温度公差を外れた被圧延材８の品質不良部分の面積の合計
を、同部分の個数で除したものが、公差外れ箇所の平均面積／個である。
【０２６２】
　計算式としては、以下のようになる。
公差外れ箇所の平均面積／個＝Σ公差外れ箇所の面積Ｓｉ／公差外れ箇所の個数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１１）
　一方、（ステップ１７０）での、品質不良部分を判定し、長さを決定する処理は、次の
ようなものである。本実施の形態では、（１）～（３）は被圧延材の定長４ｍピッチごと
に判定し、（４）と（５）はとくに詳細な判定が必要と考え、被圧延材１ｍごとに判定す
るようにしている。
（１）公差外れ面積率による判定
　先述の（８）式による計算の結果（本実施の形態では領域長さ＝４ｍ）が、ある閾値Ｓ

ＮＧ１以上の場合に、その被圧延材４ｍの構成単位について、品質判定の結果を不合格（
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ＮＧ）と判定する。
（２）公差外れ長さ率による判定
　先述の（９）式による計算の結果（本実施の形態では領域長さ＝４ｍ）が、ある閾値Ｌ

ＮＧ以上の場合に、その被圧延材４ｍの構成単位について、品質判定の結果を不合格（Ｎ
Ｇ）と判定する。
（３）公差外れ平均個数による判定
　先述の（１０）式による計算の結果（本実施の形態では画面数Ｎ＝４）が、ある閾値Ｎ

ＮＧ以上の場合に、その被圧延材４ｍの構成単位について、品質判定の結果を不合格（Ｎ
Ｇ）と判定する。
（４）公差外れ箇所１つあたりの面積による判定
　公差外れ箇所の面積Ｓｉが、ある閾値ＳＮＧ２以上のものが一つでもある場合に、図２
４（ａ）に示すように、その被圧延材１ｍごとに、品質判定の結果を不合格（ＮＧ）と判
定する。（先述の（１１）式とは異なるので要注意。ただ、先述の（１１）式の計算過程
で登場するものを判定に使うため、さほど大変ではない）
（５）公差外れ箇所１つあたりの長手方向、幅方向寸法による判定
　公差外れ箇所の長手方向寸法がある閾値ＬＮＧ以上のものが一つでもあるか、公差外れ
箇所の幅方向寸法がある閾値ＷＮＧ以上のものが一つでもあるか、いずれかの場合に、図
２４（ｂ）中に示すように、その被圧延材１ｍごとに、品質判定の結果を不合格（ＮＧ）
と判定する。
【０２６３】
　ところで、以上説明した本実施の形態中、温度上限閾値、温度下限閾値、公差外れ箇所
の面積の閾値ＳＮＧ１、公差外れ箇所の長手方向寸法の閾値ＬＮＧ、公差外れ箇所の幅方
向寸法の閾値ＷＮＧ、公差外れ箇所の個数の閾値ＮＮＧ、公差外れ箇所１つあたりの面積
の閾値ＳＮＧ２、などは、被圧延材８の種類や寸法ごとに、プロセスコンピュータ７０内
などに記憶させておき、必要に応じて、ビジネスコンピュータ９０やパソコンに伝送し、
あるいは、制御装置５０を介して近赤外線カメラに伝送するなどすればよい。
【０２６４】
　さて、ここで、話は少し変わるが、バッチ圧延の場合、被圧延材８の先端部と尾端部数
十ｍ～百数十ｍには、平坦でない部分ができることは先にも述べたが、その中でも何十ｍ
かの部分は必ず公差外れになるので後工程で切除するようにし、その代わりに、同部分は
品質判定の対象としないようにすることで、全被圧延材が品質不良になる煩雑さを回避す
るなどの措置を講ずるなどしてもよい。
【０２６５】
　同じように、被圧延材８上面に乗った冷却水が、幅方向両エッジから流れ落ちる関係で
、被圧延材８の幅方向両エッジは、幅方向中央に比べ強く冷却され、局部的に低温の部分
ができるため、これらの部分についても、品質判定の対象としないようにするなどしても
よい。
【０２６６】
　以上のような場合のため、先端部対象被圧延材長、尾端部対象被圧延材長、幅エッジ対
象被圧延材幅／片側などを、被圧延材８の種類や寸法ごとに、プロセスコンピュータ７０
内などに記憶させておき、必要に応じて、ビジネスコンピュータ９０やパソコンに伝送し
、あるいは、制御装置５０を介して近赤外線カメラに伝送するなどするのも好ましい。
【０２６７】
　さらに、異常値除去やノイズ除去のため、温度上限閾値の上側、温度下限閾値の下側に
、温度上限フィルタ値、温度下限フィルタ値などを、また、公差外れ箇所の長手方向寸法
の閾値ＬＮＧの上側、公差外れ箇所の幅方向寸法の閾値ＷＮＧの上側に、公差外れ箇所の
長手方向寸法のフィルタ値、公差外れ箇所の幅方向寸法のフィルタ値などを、プロセスコ
ンピュータ７０内などに記憶させておき、必要に応じて、ビジネスコンピュータ９０やパ
ソコンに伝送し、あるいは、制御装置５０を介して近赤外線カメラに伝送するなどしても
よい。
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【０２６８】
　以上で、近赤外線カメラにて測定した被圧延材８の平面（２次元）温度分布をもとに、
どのようにして品質判定を行うか、の全体の流れ、および、一部ステップの処理について
の、本実施の形態における例の説明は終わりであるが、以上説明した本実施の形態は、あ
くまで一例であり、品質判定の具体的なロジックなどは、以上説明した本実施の形態に限
るものではない。
【実施例】
【０２６９】
（参考例１）
（コンピュータシステム）
図２５（ａ）に、先述の図３１に示した熱間圧延ライン１００の仕上圧延機１８以降の部
分を抜き出して示した。図２５（ａ）に示した通り、コイラー入側温度計２５に併設する
形で、近赤外線カメラ２５Ａを設置した。両者の間隔は１ｍしかない。
【０２７０】
　近赤外線カメラ２５Ａで測定した被圧延材８の平面（２次元）温度データは、その専用
パソコン２５１に送られて画像処理され、温度公差を外れた被圧延材８の品質不良部分に
ついては、その被圧延材８の先端からの開始位置と、その長さとが決定された上で、先述
の定長（４ｍ）ごとや１ｍごとの品質判定の結果も含め、被圧延材８の平面（２次元）温
度データのほか、上記に登場するあらゆるデータが、その熱延金属帯の品質判定の結果と
して、各被圧延材８ごとに紐付けられ、同様に被圧延材８ごとに紐付けされたコイルＮｏ
と呼ばれる識別データをキーに記録され、さらに、そのコイルＮｏを入力すれば、所内Ｌ
ＡＮ２５２を経由し、別の複数の場所にある、例えば、製造部門の事務所や、品質管理部
門の事務所など、各事務所のパソコン２５３で、遠隔にて、その画像処理後の平面（２次
元）温度データを、コピーしてくることができ、画像処理後の温度データを、それら各事
務所のパソコン２５３の画面上に再生したり、また、その画像処理後の温度データを、解
析したり、あるいは、加工したりすることもできる。もちろん、需要家に対する製品納入
上の品質保証用にも使える。品質不良部があれば、酸洗やスキンパスなど、精製工程を追
加して、品質不良部を切除するよう人為指示する、などの対応をとることができるからで
ある。
【０２７１】
　１本の被圧延材８あたり、長さにもよるが、２０～４０ＭＢほどの容量のデータである
ため、パソコンのハードディスクのような記憶容量でも、被圧延材数百本分内外のデータ
であれば記録できる。対象を高張力鋼に絞るなどすれば、実用的に数ヶ月分のデータは記
録できる。ハードディスクを交換すれば半永久的に記録できることはいうまでもない。
【０２７２】
　以上のように、パソコン程度の記憶容量のものであっても、熱間圧延ラインにて圧延す
る熱延金属帯の全幅を撮影可能な近赤外線カメラを用いて品質判定した結果を記録する熱
延金属帯の品質判定結果記録用コンピュータシステム９００を構築することができる。
【０２７３】
　（参考例２）
図２５（ｂ）に、仕上出側温度計２１とコイラー入側温度計２５の両者に併設する形で、
近赤外線カメラ２１Ａ，２５Ａを設置した例を示す。
【０２７４】
　近赤外線カメラ２１Ａ，２５Ａで測定した被圧延材８の平面（２次元）温度データが、
専用パソコン２５１以降に伝送されるルート以降は、実施例１と共通である。
【０２７５】
　画像処理後の温度データを、解析、加工し、需要家に対する製品納入上の品質保証用に
も使えることはもとより、仕上出側温度計２１に併設された近赤外線カメラ２１Ａにて測
定した温度データをもとに、被圧延材８のブラックスポットのある部分について、冷却関
連設備２６による冷却のしかたを弱めるなどのフィードフォワード制御を行うことで、被
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圧延材８の巻き取り直前の温度は可及的均一化を図り、可及的に被圧延材８の全長全幅に
ついて、品質合格を図ろうとするものである。
【０２７６】
　（参考例３）
図２５（ｃ）に、中間温度計２７（前半ゾーンの出側）とコイラー入側温度計２５の両者
に併設する形で、近赤外線カメラ２７Ａ，２５Ａを設置した例を示す。
【０２７７】
　近赤外線カメラ２７Ａ，２５Ａで測定した被圧延材８の平面（２次元）温度データが、
専用パソコン２５１以降に伝送されるルート以降は、実施例１，２と共通である。
【０２７８】
　画像処理後の温度データを、解析、加工し、需要家に対する製品納入上の品質保証用に
も使えることはもとより、仕上出側温度計２１にて測定した温度データをもとに、冷却関
連設備２６のうちの中間温度計２７（前半ゾーンの出側）よりも上流側の部分、あるいは
さらに下流側の部分にて、被圧延材８を冷却するフィードフォワード制御が行われるが、
中間温度計２７に併設された近赤外線カメラ２７Ａにて測定した温度データをもとに、被
圧延材８のブラックスポットのある部分について、冷却関連設備２６のうちの中間温度計
２７よりも下流側の部分による冷却のしかたを弱めるなどのフィードフォワード制御を行
うとともに、被圧延材８のブラックスポットのある部分について、冷却関連設備２６のう
ちの中間温度計２７よりも上流側の部分による冷却のしかたを弱めるなどのフィードバッ
ク制御も併せて行うことで、より確実に、被圧延材８の巻き取り直前の温度は可及的均一
化を図り、可及的に被圧延材８の全長全幅について、品質合格を図ろうとするものである
。
【０２７９】
　（参考例４）
（熱延金属帯の冷却制御方法）
上記実施例３と同様、図２５（ｃ）に示したように、中間温度計２７とコイラー入側温度
計２５の両者に併設する形で、近赤外線カメラ２７Ａ，２５Ａを設置した熱間圧延ライン
１００にて、高張力鋼を実際に製造し、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却方法を適用
した結果について、以下に説明する。
【０２８０】
　この高張力鋼は、製品寸法が厚さ３．２ｍｍ×幅９００ｍｍ、目標とする巻き取り直前
の温度は３５０℃である。
【０２８１】
　仕上圧延完了時の目標とする熱延金属帯の温度を８４０℃とし、前半ゾーンで５５０℃
まで、後半ゾーンで４００℃まで、冷却した後に、コイラー２４により巻き取る。
【０２８２】
　ここで、所望の材質を確保したい観点から、巻き取り直前の温度の許容範囲は、熱間圧
延ライン１００の幅中央に設置した放射温度計（スポット温度計）であるコイラー入側温
度計２５で測定して、熱延金属帯の全長にわたって６０℃以内である。
【０２８３】
　前半ゾーンの冷却装置の構成は、上面側が円管ラミナーノズル、下面側がスプレーノズ
ルであり、それぞれ水量密度１．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎである。
【０２８４】
　また、後半ゾーンの冷却装置の構成は、上面及び下面とも水量密度０．２ｍ３／ｍ２ 
／ｍｉｎのスプレーノズルが備えられている。
【０２８５】
　冷却装置の搬送方向の長さは、前半ゾーンの冷却装置が７５ｍ、後半ゾーンの冷却装置
が３０ｍである。
【０２８６】
　このノズルは、搬送方向Ａに複数設置されており、それぞれ個別にＯＮ－ＯＦＦするこ
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とができる。
【０２８７】
　各冷却装置からの注水流量は、設置されているヘッダの使用本数の変更により調整する
。
【０２８８】
　近赤外線カメラの仕様は、表１に示したものとした。分解能は、近赤外線カメラの画素
数、パスラインからの近赤外線カメラの設置高さ、および近赤外線カメラのレンズ倍率な
どにより決まる。
【０２８９】
　ここでは、φ１００ｍｍのブラックスポットを捕捉できることを目標とし、近赤外線カ
メラの画素数、パスラインからの近赤外線カメラの設置高さ、レンズ倍率などを決定した
。
【０２９０】
　また、シャッタースピードは、搬送速度に応じて決める必要がある。ここでは、搬送速
度１５００ｍｐｍにおいて、露光時間中の移動量が０．３ｍｍ以内となるようシャッター
スピードを決めた。
【０２９１】
　さらに、仕上圧延機と前半ゾーンの間、前半ゾーンの出側、後半ゾーンの出側には、そ
れぞれ、熱間圧延ライン１００の幅中央に放射温度計が設置されており（仕上出側温度計
２１、中間温度計２７、コイラー入側温度計２５）、これらの温度計により熱延金属帯の
長手方向の温度分布が測定できるようになっている。
【０２９２】
　熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の平均、および、熱延金属帯の長手方向の
巻き取り直前の温度の（最大値－最小値）で定義される偏差について、まとめた結果を表
２に示す。
【０２９３】
　なお、表２には、実施例と比較例についての、実験条件と、冷却後の、熱延金属帯の長
手方向の巻き取り直前の温度の平均、および、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温
度の（最大値－最小値）で定義される偏差について、整理して記載している。
【０２９４】
【表２】

【０２９５】
　（実施例１）
閾値ΔＴＬを３０．０℃に設定した。熱延金属帯の最先端から長さ方向に５ｍの範囲に、
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閾値を下回る低温の部分が存在しており、前半ゾーンの出側に併設した近赤外線カメラ２
７Ａを用いて、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法により、閾値の範囲内にな
るまで、前半ゾーンにおける冷却水を注水するノズル本数を、フィードバック制御により
調整した。
【０２９６】
　その結果、冷却水を注水するノズル本数は、熱延金属帯の最先端が通過する際の初期設
定８４本から７９本に５本減り、前半ゾーン出側で測定した熱延金属帯の平均温度は、５
３２℃から５５１℃まで１９℃上昇した。
【０２９７】
　これと同時に、後半ゾーンにおける冷却水を注水するノズル本数は、熱延金属帯の最先
端が通過する際の初期設定６７本から７５本に８本増えた。
【０２９８】
　図２６（ａ）に熱間圧延ライン１００の幅中央に設置した放射温度計（スポット温度計
）であるコイラー入側温度計２５にて測定した巻き取り直前の温度のチャートを示すが、
熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度は平均で４０４℃となり、ほぼ目標通りとな
った。また、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却方法による、冷却水を注水するノズル
本数の調整と、それによる注水流量の調整は、熱延金属帯の最先端から長手方向に１００
ｍの位置までに完了し、以降も含めた長手方向の巻き取り直前の温度の偏差も５３℃と小
さく抑えることができた。
【０２９９】
　（実施例２）
実施例１にて用いた熱延金属帯に対して、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法
、すなわち、前半ゾーンにおける冷却のしかたへのフィードバック制御を適用し、次の熱
延金属帯も同じ材質と寸法であったので、実施例１にて用いた熱延金属帯の、近赤外線カ
メラの視野に入り撮影された１画像内での温度分布の測定結果をもとに、前記熱延金属帯
の平均温度と該平均温度から前記１画像内での温度の最小値を差し引いた偏差を演算し、
前記フィードバック制御により、前記熱延金属帯内で、該偏差が、前記熱延金属帯の温度
が幅方向に不均一になったことを判定する閾値ΔＴＬ未満となった時点以降における、前
記熱延金属帯の、前記前半ゾーンの出側での、熱間圧延ラインの幅中央における温度の測
定結果の、長手方向平均値を、次の熱延金属帯の、前記前半ゾーンの出側での、前記した
、熱間圧延ラインの幅中央における温度の目標値として、前記した、次の熱延金属帯に対
する冷却制御を行った。
【０３００】
　図２６（ｂ）に実施例１と同様にして測定した巻き取り直前の温度のチャートを示す。
【０３０１】
　冷却終了後の熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度は、平均で４０２℃となり、
ほぼ目標通りとなった。また、長手方向の巻き取り直前の温度の偏差も５１℃と小さく抑
えることができた。
【０３０２】
　（比較例１）
前半ゾーンの出側に併設した近赤外線カメラ２７Ａは用いず、本実施の形態に係る熱延金
属帯の冷却制御方法によるフィードバック制御も行わなかった。
【０３０３】
　図２６（ｃ）に実施例１，実施例２と同様にして測定した巻き取り直前の温度のチャー
トを示す。
【０３０４】
　冷却終了後の熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度は、平均で３８０℃となり、
目標からはずれ、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の偏差は９５℃と、大きく
なってしまった。
【０３０５】
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　前半ゾーンの出側ですでに熱延金属帯の長手方向の温度の偏差が６０℃あり、後半ゾー
ンの出側ではこれが９５℃に拡大したことがわかる。
【０３０６】
　水量密度を小さくすることにより、遷移沸騰開始温度が低くなったものの、膜沸騰から
遷移沸騰への移行を抑えることができなかったため、冷却終了後の温度がばらついたと考
えられる。
【０３０７】
　（比較例２）
近赤外線カメラ２７Ａの代わりに、走査型放射温度計を用いて平面（２次元）温度分布を
測定し、実施例と同様なフィードバック制御を行った。
【０３０８】
　図２６（ｄ）に実施例１，実施例２，比較例１と同様にして測定した巻き取り直前の温
度のチャートを示すが、近赤外線カメラでは捉えることが出来るφ５０～１００ｍｍのブ
ラックスポットを、走査型放射温度計では完全に捉えることが出来ないため、同様なフィ
ードバック制御を行っても、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の偏差は６７℃
と大きくなってしまった。
【０３０９】
　（実施例）
上記実施例と同様、図２５（ｃ）に示したように、中間温度計２７とコイラー入側温度計
２５の両者に併設する形で、近赤外線カメラ２７Ａ，２５Ａを設置した熱間圧延ライン１
００にて、高張力鋼を実際に製造し、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却方法を適用し
た結果について、以下に説明する。
【０３１０】
　この高張力鋼は、製品寸法が厚さ３．２ｍｍ×幅９００ｍｍ、目標とする巻き取り直前
の温度は３５０℃である。
【０３１１】
　仕上圧延完了時の目標とする熱延金属帯の温度を８４０℃とし、前半ゾーンで５５０℃
まで、後半ゾーンで３５０℃まで、冷却した後に、コイラー２４により巻き取る。
【０３１２】
　ここで、所望の材質を確保したい観点から、巻き取り直前の温度の許容範囲は、熱間圧
延ライン１００の幅中央に設置した放射温度計（スポット温度計）であるコイラー入側温
度計２５で測定して、熱延金属帯の全長にわたって６０℃以内である。
【０３１３】
　前半ゾーンの冷却装置の構成は、上面側が円管ラミナーノズル、下面側がスプレーノズ
ルであり、それぞれ水量密度１．０ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎである。
【０３１４】
　また、後半ゾーンの冷却装置には、上面及び下面とも水量密度２．０ｍ３／ｍ２ ／ｍ
ｉｎの直進性に優れた円管ラミナーノズルが備えられている。
【０３１５】
　冷却装置の搬送方向の長さは、前半ゾーンの冷却装置が７５ｍ、後半ゾーンの冷却装置
が１０ｍである。
【０３１６】
　このノズルは、搬送方向Ａに複数設置されており、それぞれ個別にＯＮ－ＯＦＦするこ
とができる。
【０３１７】
　各冷却装置からの注水流量は、設置されているノズルの使用本数の変更により調整する
。
【０３１８】
　近赤外線カメラの仕様は、表１に示したものとした。分解能は、近赤外線カメラの画素
数、パスラインからの近赤外線カメラの設置高さ、および近赤外線カメラのレンズ倍率な
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どにより決まる。
【０３１９】
　ここでは、φ１００ｍｍのブラックスポットを捕捉できることを目標とし、近赤外線カ
メラの画素数、パスラインからの近赤外線カメラの設置高さ、レンズ倍率などを決定した
。
【０３２０】
　また、シャッタースピードは、搬送速度に応じて決める必要がある。ここでは、搬送速
度１５００ｍｐｍにおいて、露光時間中の移動量が０．３ｍｍ以内となるようシャッター
スピードを決めた。
【０３２１】
　さらに、仕上圧延機と前半ゾーンの間、前半ゾーンの出側、後半ゾーンの出側には、そ
れぞれ、熱間圧延ライン１００の幅中央に放射温度計が設置されており（仕上出側温度計
２１、中間温度計２７、コイラー入側温度計２５）、これらの温度計により熱延金属帯の
長手方向の温度分布が測定できるようになっている。
【０３２２】
　熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の平均、および、熱延金属帯の長手方向の
巻き取り直前の温度の（最大値－最小値）で定義される偏差について、まとめた結果を表
３に示す。
【０３２３】
　なお、表３には、実施例と比較例についての、実験条件と、冷却後の、熱延金属帯の長
手方向の巻き取り直前の温度の平均、および、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温
度の（最大値－最小値）で定義される偏差について、整理して記載している。
【０３２４】
【表３】

【０３２５】
　（実施例）
閾値ΔＴＬを３３．８℃に設定した。熱延金属帯の最先端から長さ方向に５ｍの範囲に、
閾値を下回る低温の部分が存在しており、前半ゾーンの出側に併設した近赤外線カメラ２
７Ａを用いて、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却制御方法により、閾値の範囲内にな
るまで、前半ゾーンにおける冷却水を注水するノズル本数を、フィードバック制御により
調整した。
【０３２６】
　その結果、冷却水を注水するノズル本数は、熱延金属帯の最先端が通過する際の初期設
定８４本から７９本に５本減り、前半ゾーン出側で測定した熱延金属帯の平均温度は、５
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３２℃から５５１℃まで１９℃上昇した。
【０３２７】
　これと同時に、後半ゾーンにおける冷却水を注水するノズル本数は、熱延金属帯の最先
端が通過する際の初期設定３２本から３４本に２本増えた。
【０３２８】
　図２７（ａ）に熱間圧延ライン１００の幅中央に設置した放射温度計（スポット温度計
）であるコイラー入側温度計２５にて測定した巻き取り直前の温度のチャートを示すが、
熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度は平均で３５４℃となり、ほぼ目標通りとな
った。また、本実施の形態に係る熱延金属帯の冷却方法による、冷却水を注水するノズル
本数の調整と、それによる注水流量の調整は、熱延金属帯の最先端から長手方向に１００
ｍの位置までに完了し、以降も含めた長手方向の巻き取り直前の温度の偏差も５３℃と小
さく抑えることができた。
【０３２９】
　（比較例１）
前半ゾーンの出側に併設した近赤外線カメラ２７Ａは用いず、本実施の形態に係る熱延金
属帯の冷却制御方法によるフィードバック制御も行わなかった。
【０３３０】
　図２７（ｂ）に実施例と同様にして測定した巻き取り直前の温度のチャートを示す。水
量密度０．３ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ未満となるように、前半ゾーンでは温度３０℃の冷却
水で５５０℃まで冷却し、後半ゾーンでは上下面ともにスプレーによる冷却として、水量
密度０．２ｍ３／ｍ２ ／ｍｉｎ、温度３０℃の冷却水で、目標とする巻き取り直前の温
度である３５０℃までを目標に冷却した例である。
【０３３１】
　冷却終了後の熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度は、平均で３５９℃となり、
ほぼ目標通りとなったものの、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の偏差は９０
℃と、大きくなってしまった。
【０３３２】
　水量密度を小さくすることにより、遷移沸騰開始温度が低くなったものの、膜沸騰から
遷移沸騰への移行を完全に抑えることができなかったため、冷却終了後の温度がばらつい
たと考えられる。
【０３３３】
　（比較例２）
近赤外線カメラ２７Ａの代わりに、走査型放射温度計を用いて平面（２次元）温度分布を
測定し、実施例と同様なフィードバック制御を行った。
【０３３４】
　図２７（ｃ）に実施例，比較例１と同様にして測定した巻き取り直前の温度のチャート
を示すが、近赤外線カメラでは捉えることが出来るφ５０～１００ｍｍのブラックスポッ
トを、走査型放射温度計では完全に捉えることが出来ないため、同様なフィードバック制
御を行っても、熱延金属帯の長手方向の巻き取り直前の温度の偏差は６７℃と大きくなっ
てしまった。
【０３３５】
　（参考例５）
図２５（ｄ）に、仕上出側温度計２１と中間温度計２７とコイラー入側温度計２５の３者
に併設する形で、近赤外線カメラ２１Ａ，２７Ａ，２５Ａを設置した例を示す。
【０３３６】
　図２５（ｃ）の場合において、仕上出側温度計２１に代え、近赤外線カメラ２１Ａにて
測定した温度データをもとに、参考例３の場合と同じように制御を行うことで、より確実
に、被圧延材８の巻き取り直前の温度は可及的均一化を図り、可及的に被圧延材８の全長
全幅について、品質合格を図ろうとするものである。
【０３３７】
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　（参考例６）
（ビジコンシステム、後工程での熱延金属帯の品質不良部切除）
図２８に示すように、近赤外線カメラにて測定した温度データを制御装置５０経由で取り
込み、図２５（ａ）～（ｄ）における専用パソコン２５１の役割をプロセスコンピュータ
７０またはビジネスコンピュータ９０にて果たし、ビジネスコンピュータ９０内に、被圧
延材８ごとに紐付けされたコイルＮｏと呼ばれる識別データをキーに記録される。
【０３３８】
　以上のような方法とは別に、近赤外線カメラと制御装置５０の間、あるいは、制御装置
５０とプロセスコンピュータ７０の間、あるいは、プロセスコンピュータ７０とビジネス
コンピュータ９０の間に、図示しない専用パソコン２５１を間挿し、専用パソコン２５１
にて画像処理した後の温度データを、ビジネスコンピュータ９０に送り、さらに、ビジネ
スコンピュータ９０内に、被圧延材８ごとに紐付けされたコイルＮｏと呼ばれる識別デー
タをキーに、画像処理した後の温度データが記録されるようにしてもよい。
【０３３９】
　図２５中の所内ＬＡＮ２５２に代え、専用回線を経由して各ライン用のビジネスコンピ
ュータ９０を結ぶネットワークを形成しておき、各ライン用のビジネスコンピュータ９０
に接続する端末やパソコン、あるいはそのネットワークに直接接続する端末やパソコンか
ら、そのコイルＮｏを入力すれば、例えば、製造部門の事務所や、品質管理部門の事務所
などの各事務所など、離れた場所でも、遠隔にて、その画像処理後の平面（２次元）温度
データを、コピーしてくることができ、画像処理後の温度データを、それら各事務所の端
末やパソコンの画面上に再生したり、また、その画像処理後の温度データを、解析したり
、あるいは、加工したりすることもできる。もちろん、需要家に対する製品納入上の品質
保証用にも使える。
【０３４０】
　品質不良部があることを自動で判定した場合、ビジネスコンピュータ９０からの指令に
より、例えば、インラインスキンパス３０を有する酸洗ライン２００のような精製工程を
、熱間圧延工程の後工程として追加して、品質不良部をシャー５にて切除するよう自動で
指示する、などの対応をとることができるからである。
【０３４１】
　被圧延材８の最先端から３０ｍの範囲に品質不良部が集中している場合は、その３０ｍ
を切除し、一つ前の被圧延材の尾端に、品質不良部を切除後の被圧延材８の先端を溶接機
６にて溶接し、連続的に酸洗ライン２００を通過させる。
【０３４２】
　しかし、例えば、被圧延材８の最先端から３０～４０ｍの範囲と、同１００～１２０ｍ
の範囲に品質不良部があるような場合は、その３０～４０ｍの範囲と１００～１２０ｍの
範囲を切除したのでは、４０～１００ｍの部分に６０ｍ分の健全部分ができるが、溶接部
が混在してもよい需要家からのオーダーか、あるいは、溶接部が混在してはいけないが６
０ｍ分の小さな重量でも大丈夫な需要家からのオーダーや、最終的に切板になるようなオ
ーダーであれば、この６０ｍ分の健全部分を、前後の被圧延材の先端と尾端に、溶接機６
にて溶接し、連続的に酸洗ライン２００を通過させる。
【０３４３】
　もしも、溶接部が混在してはいけなくて、しかも、６０ｍ分の小さな重量ではいけない
需要家からのオーダーであれば、３０～１００ｍの範囲全体を切除し、一つ前の被圧延材
の尾端に、品質不良部を切除後の被圧延材８の先端を溶接機６にて溶接し、連続的に酸洗
ライン２００を通過させる。
【０３４４】
　被圧延材８の尾端についても同様である。
【０３４５】
　品質不良部をシャー５にて切除するよう自動で指示する際には、切除指令、被圧延材の
長手方向のどこを切除するのか、長手方向位置（切除開始位置）および切除長を、指令と
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して出力するようにする。
【０３４６】
　ビジネスコンピュータ９０は、各被圧延材８の需要家からのオーダー材質、オーダー厚
、オーダー幅などの属性データのほか、例えば熱間圧延ライン１００での全長板厚分布や
近赤外線カメラで測定した全幅温度分布など、各種の膨大な製造実績データを、各被圧延
材８ごとに紐付けて記録している。そして、熱間圧延ライン１００のほか、酸洗ライン２
００をはじめ、ここには図示しない冷間圧延などの別の製造工程なども含め、全製造工程
を通しての通過工程指示も行うなど、全製造工程を通しての通過工程指示・管理のほか、
製造・品質実績管理も行う。
【０３４７】
　これら一連の機能を果たす、ビジネスコンピュータ９０、そのコンピュータプログラム
、付属する記録装置と記録媒体、および、それらに接続する端末やパソコンと、その画面
表示機能のようなマンマシンデータインターフェース機能も含めた、コンピュータシステ
ムのことをビジコンシステムと呼ぶ。
【０３４８】
　図２８に、熱間圧延ライン１００および他の製造工程も含め、通過工程指示・管理のほ
か、製造・品質実績管理も行う、ビジコンシステム９０１の概要を示す。
【０３４９】
　図２８の例では、熱間圧延ライン用、冷間圧延ライン用、酸洗ライン用、他のライン用
、などに分けてビジネスコンピュータ９０を設けているが、分け方は上記の例に限るもの
ではなく、あるいは１台のコンピュータに集約してもよい。
【０３５０】
　また、図２８では、熱間圧延ライン１００に近赤外線カメラを設置する形態として、図
２５（ａ）の形態を踏襲する場合を例に挙げているが、図２５（ｂ）～（ｄ）の各種の形
態を踏襲する場合も例として挙げることができる。
（熱延金属帯の製造方法）
　以下に、本発明の実施による効果を説明する。
【０３５１】
　被圧延材８の熱間圧延ライン中央についてだけ、コイラー入側にて温度測定した結果を
、長手方向に連続したデータを図２９に示す。この被圧延材は中伸びであったため、被圧
延材の幅中央の平坦（急峻）度の長手方向分布と、被圧延材の温度の長手方向分布とが、
相関を示すが、被圧延材の最先端から２０ｍ以内の範囲にできる平坦度の悪い部分に、局
部的に被圧延材の温度の低い部分ができているようすがわかる。実際、○で囲った部分は
切除したが、試しに需要家と同じ条件でプレス加工してみると、割れが発生した。
【０３５２】
　また、コイラー入側に近赤外線カメラを設置する前は、コイラー入側温度計２５による
温度測定結果によって品質不良部分を判定せざるを得なかったが、図３０の縦軸に、近赤
外線カメラにて温度測定した場合の品質不良部分と判定した部分の長さから、同コイラー
入側温度計２５にて温度測定した場合の品質不良部分と判定した部分の長さを差し引いた
値が、１０ｍ以上である被圧延材の本数の比率を示している。コイラー入側に近赤外線カ
メラを設置する前は、２５．５％の被圧延材について、温度上限閾値を超えるものや温度
下限閾値を下回るものを少な目に判定していたことになる。（コイラー入側に近赤外線カ
メラを設置した後は、当然ながらその比率は０％である。）
【産業上の利用可能性】
【０３５３】
　熱間圧延ラインのコイラー入側に設置した近赤外線カメラを用いて熱延金属帯の全幅を
撮影し、その温度分布を測定し、その測定の結果をもとに、冷却のしかたを制御するよう
にすれば、需要家に対する製品納入上の品質保証を適正に行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０３５４】
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【図１】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図３】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図４】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図５】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図６】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図７】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図８】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図９】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１０】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１１】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１２】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１３】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１４】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１５】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１６】ａ）耳伸び、ｂ）中伸びなどの先端部の平坦度（急峻度）の悪さと切除長さの
関係を示す線図
【図１７】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１８】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図１９】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２０】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２１】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２２】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２３】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２４】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２５】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２６】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２７】本発明を実施するための一つの実施の形態について説明するための線図
【図２８】本発明を実施するための別の実施の形態について説明するための線図
【図２９】本発明の効果について説明するための線図
【図３０】本発明の効果について説明するためのグラフ
【図３１】従来からある熱間圧延ラインの一例について説明するための線図
【図３２】従来技術の問題点について説明するための線図
【図３３】膜沸騰のようすと核沸騰のようすを対比して説明するための線図
【図３４】従来技術について説明するための線図
【図３５】従来技術の問題点について説明するための線図
【図３６】従来技術について説明するための線図
【符号の説明】
【０３５５】
　５　　シャー
　６　　溶接機
　８　　被圧延材
　10　　加熱炉
　12　　粗圧延機
　13　　テーブルローラー
　135　　エッジャーロール
　14　　クロップシャー
　15　　仕上入側温度計
　18　　仕上圧延機
　19　　ワークロール
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　20　　バックアップロール
　21　　仕上出側温度計
　21Ａ　近赤外線カメラ
　22　　仕上出側板厚計
　23　　ランナウトテーブル
　24　　コイラー
　25　　コイラー入側温度計
　25Ａ　近赤外線カメラ
　251 　専用パソコン
　252 　所内ＬＡＮ
　253 　各事務所のパソコン
　26　　冷却関連設備
　27　　中間温度計
　27Ａ　近赤外線カメラ
　28　　メジャーリングロール
　29　　速度計
　30　　インラインスキンパス
　50　　制御装置
　70　　プロセスコンピュータ
　90　　ビジネスコンピュータ
　100　　熱間圧延ライン
　200　　酸洗ライン
　201　　冷却装置
　210　　上ヘッダユニット
　210ａ　第一上ヘッダ
　210ｂ　第二上ヘッダ
　210ｃ　中間ヘッダ
　220ａ　第一上ノズル群
　220ｂ　第二上ノズル群
　230ａ　棒状冷却水
　230ｂ　棒状冷却水
　240　　滞留冷却水
　250　　飛散冷却水
　260ａ　遮蔽板
　260ｂ　遮蔽板
　270ａ　シリンダ
　270ｂ　シリンダ
　280ａ　遮蔽幕
　280ｂ　遮蔽幕
　290　　遮蔽板
　300　　ＯＮ－ＯＦＦ機構
　310　　下ノズル
　900　　コンピュータシステム
　901　　ビジコンシステム
　Ａ　　搬送方向
　Ｂ　　幅方向



(42) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(43) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】



(44) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１７】



(45) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２５】



(46) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】

【図３０】



(47) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図３１】

【図３２】

【図３４】

【図３５】 【図３６】



(48) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図５】



(49) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図１６】



(50) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図１８】



(51) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図２２】



(52) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図２３】



(53) JP 2010-5683 A 2010.1.14

【図２４】

【図３３】



(54) JP 2010-5683 A 2010.1.14

フロントページの続き

(72)発明者  新田　和弘
            東京都千代田区内幸町二丁目２番３号　ＪＦＥスチール株式会社内
Ｆターム(参考) 4E024 BB06  BB07  BB08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

